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簑世′（寸碁）り】小月将′）レ」枢密♂㌣朝湛牌e㌣琳戴m蝶超量嘉一妹′吏朝  

。将逓簑駆導時下在斐ト′）ぐり一世夜題宜螢鰹㌦華朴 ′ミや㌣榊醐  

簑刃り将±量旨世心吊織り】勾題凰醇糎恕痩 ′中巻憩騨些時下誕り心肺楚柵軸莞e  

く鹿野吏愛車舟堪堀中喧轟e璧朴確碑 ′想ぃ」刃強度訂慮時下寂艮細工簑鯉  

。将逓  

㌣輌導簑刃り）′）レぐ図南ど悪獣腰e刃哩屍頻題時下刃愈り悪心喉是煙㌦潜在  

」在斐レ′）ぐり】輔摂e輩出辞墜e勾題撃毎時小夜り－1ケへ1サトトト針鰻監e  

叫罷皿≠eく罷増吏」刃々甘心争l卜≠卜も軍薯将／）レ点心怠型簑胆謁㌣車コ抑eぐ  

1り心凶璧朴甘 ′レ」刃舟盟ふ慮e当塩莱堰肺巣糎軸禦e軍票吏愛車舟糎童腫  

。将逓簑輌領巾臨舟柵畜レ」刃継増′）下身」曙コ帖9月心酔争  

l卜≠碇些将ト】罵り一1恥∴中和餐磐朝軸禦 ′吏朋 ′」在坐り－富和悪心避やe畔†裾  

轟埜′ブナ身よェ車型）蜃 ′中蝋梶e基地辟些笥頑糎轟糎軸禦将±罵り】朝＃軍東  

レュ∩〓】  

′  
哩夜eく択更意旺e罫僻叫頗中仙YQ辟聖篭再挙鯉辟埜eく朝＃軍曹 N  

。将逓簑  

輌領巾小龍斐ト′）ぐり心音惑ふ慮懲悪螢鰹憩ln現吏ぐ／）刃鰻岩塩湛eく勾憩運針  

監腑 ′朴《聖ペ匡 ′9逓簑輌領巾小渕聖㌦柵裔柵軸荘時下振り一問廿椒e潜信服  

O N ′簑将′）レ」刃々甘東胡婁腫・任・′て巾心亜夜e仲春糎頗禦e樺醇 ′吏琳   



粥 0 寄  謝 同 前 朝 粥 鞘 詳 8 甫 苅  （ 沖 垂 耕 一 の 沖 ～ 粥 0 0 0 沖 ）   

一  朝 此 障 声 望 諏 訪 ■ ‖ 茸 ヰ か 茸 訊 ■ 〓 J 「 ノ バ   

剖 膿 汁 野 望 苛 氷 8 姻 巨 符 J ぐ ノ バ 存 ノ  剖 此 丹 田 竺 苛 謳 符 親 此 ヰ か ♂ 8 呼 爵 苛 謳    

空 d 漣 和 「 バ く ノ か ○  義 輝 軸 滞 彗 辞  （ 個 熟 － N 罰 群 謡 湖 巴 司 口 ）  沖 宝 市 村 謝 辞 竺 昌    

宏 ヰ か 辞 轟 （ 扇 営 ご 罰 群 謡 湖 誓 ヰ D  監 ↓  「 市 村 謝 辞 竺 辞 」  付 く ノ ） ○ ）  3 隼 田 肴    

棄 ぐ ノ ノ  爵 苛 茜 空 湘 － N 沖 8 望 郷 3 ∞ 8  「 剖 此 付 帯 ↓ 帯 瑚 苛 氷 」  符 計 耳 か  「 義 輝    

軸 8 日 此 汁 蒜 潜 」  （ 並 の ）  符 霹 ノ  「 舟 3 直 〓 ぎ 伊 百 瀬 ヰ か 高 空 」  付 置 営 「 ノ  蟹 汁    

村 野 平 野 苛 昌 平 掌 中 d 仲 か 汁 ご 石 「 ウ ノ か D  抽 汁 ノ  瀬 〕 洋 轍 鮒 胎 肴 祈 年 か 前 叫    

声 汁 岱 ノ 沖 重 石 帥 止 （ 朝 粥 軸 蒜 僻 鵬 現 湘 爵 眈 ぎ バ 計 岱 ノ 澄 湘 現 計 慧 J バ ぐ ノ か （ せ    

↓ ） ○  眈 伊 符 ノ 群 轟 d 蟹 汁 符 謎 萱 眈 ぎ か 〓 什 声 蹄 J 沖 田 皿 一 苛 氷 稲 梓 稲 d 茜 彗 眈 き    

バ て 付 く ノ 暫 沖 村 野 望 苛 水 村 代 符 J ぐ ノ バ ノ 汁 岱 献 舟 普 符 竣 訪 d 仰 か 汁 U 一 声 ノ 沖 亘 ・    

試 苛 漆 空 曹 如 何 「 ノ  抽 汁 湖 〕 斉 轍 鮒 胎 8 軸 担 胸 骨 監 帝 石 講 熟 眈 き 汁 朝 粥 軸 前 轍    

バ 藩 聖 ヰ か 玩 粗 現 計 か 0   

∽  … 迎 柵 伸 輔 幕 離 帥 萱 紳 8 帥 耐 「 沖 q 謝 辞 詩 ■ ‖ J 「 ノ ｛   

義 輝 肝 轟 講 磋 加  （ 監 ↓ 「 蒜 磋 加 」  什 ぐ ノ ひ ○ ）  萱 淘 符 荘 ノ d 仲 か 筏 キ 悩 （ 8 剖 卸    

声 調 罫 「 バ ふ ふ ∴ こ じ ご 巳 巴 禦 空 曹 赫 ＞ 「 ノ  義 輝 軸 召 細 石 宏 ゝ r 3 伊 か 画 吋 品 々 ヰ    

T 吉 ∴ ‥ － や ∴ ∴ ゾ l   

「 払 レ 「 ノ  轟 鍵 蹄 轟 野 付 「 バ く ノ 早 産 岡 ♂ 囲 伊 ぎ ふ 碧 ノ  盛 衰 ム 孟 品 託 誌 ・ 召 丑 姶    

㌢ 伊 声 帯 諦 d ♯ 詫 緋 湘 富 市 蘭 圧 眈 き 神 社 戎 執 （ ノ  囲 宋 8 節 理 牙 拗 認 義 輝 恥 じ －    

洩 － ∂ 叫 熟 付 く ノ ひ 講 磋 加 重 陶 3 皿 冨 什 霹 箱 代 削 ぐ ノ 〓 什 哲 ふ ノ  苅 執 壷 ユ ニ 巴 囲 「 覚   

、 － ト ■ 杷 ． ∵ ナ ‥ － ‥
  

蒜 磋 加 重 輌 8 如 何 「 百 計 汁 J バ 荘 ノ  ＞ 膵 8 罫 ＼ 」 ノ ノ  醇 細 粒 鞘 什 ヰ か 譜 代 8 琳 淋    

対 韓 舟 ⊂ － 旬 － 淋 熟 8 罫 詩 ノ  内 獣 圏 符 訝 汁 J バ ぐ ノ 中 碍 型 能 義 忘 蒜 誓 ニ ケ 甘 浄 化 癒    

轡 3 蒔 南 岸 村 落 聖 ヰ か 転 職 現 計 か ○  抽 汁 ／  「 義 輝 拝 辞 蒜 磋 加 」  付 く ノ ひ 的 朝 市 J く ノ    

バ 霹 ノ  薄 型 牙 拗 認 壮 ヰ 占 符 （ ぐ ノ 譜 代 3 描 貯 誉 Ⅳ 献 盛 付 的 苓 符 J ぐ ノ バ 藩 理 ヰ か 短    

観 碧 評 ふ ○   

相 計 ゆ 森 羅 ノ  義 輝 拝 辞 蒜 磋 加 商 滞 軸 3 蒔 適 竹 園 岱 ノ  抽 枠 内 （ 皿 謝 苦 汁 義 輝 軸    

鞘 轡 ∂ 轟 南 岸 付 図 か 汁 苗 ノ  望 南 蛮 胎 8 蒲 清 浄 化 8 義 輝 軸 柚 肺 8 壮 耕 符 J く ノ バ ♂    

国 昂 符 藩 理 ヰ か 玩 粗 現 計 か 0   



。将逓㌣机て小龍斐トニぐり山東  

訂捜e勾対審聖轟些旨再榊罷潜堆憩宕塗州再現り心勾題叫廻漕身軽匝糎軸慧．簑  

将′〕レ」増堆舟 （皿n呂∽e±吏二」朝・加点・吋ウ）桝・置蛍・寧♯・米聖凰掛  

巴∴軍計） 綬礫伯脈召槻墜）で蛸り心 （婁S亘〓 （中∽卜一味鞋避廿∽N岸監） 社  

運巾卜由り忘†国照el略服蜘咤旨画聖喪璽e軸蜜♯唯′超長軸廿寸一撃計′り一題e  

樹霜帥延単眼′て巾吊り】 「（の碁）1恥＝中華蜜掟湛畢」 ）で捕り心喋｛m蝶昼喋  

レュ∩‖】勾亜輩鯉牒聖篭両側吊e帥噌催刑匪根羽 寸  

∴∵晶．＝∵
  

輌導将す在華南旭椎e勾題酢蛸レ′）ぐり】垂範′ユ憩勅㌣堕健巾心㌣せ避止簑憩ペ桝  

蟹♂官爵e聾副避勾題班伯哨咤蠣 ′巾心トニぐり心堕世e脂嘱母国畢時±罵り心勤査  

KhTノ皐．」量」。′〕題′）レ点心愈鳩車心掛相加て時肘e紳輔柵トニぐり心事取旨  

再曹柵机てす伯梱り心刃りKhl車両心宮嶋憧巾心トニ載り一位基華 ′簑巾二レ忌肌般  

璽簑掛蛸略服e皿咤破毀トニ罵り一区喋艇朝敵荘喋ミ被告敏社運e知慮（。爪′）刃  

「避伯嘱噌蠣」ト玉。中諾一味せ吏廿トC岸監）避当蛙脂礪那K笥密林咤蠣那K  

レュ∩‖】堕世e侭腑亜出渦 の  

。時逓㌣勅て本荘磐レ′）ぐり山勘題雲煙冨e胚梱e紳輔肺中東分煙  

e塞聖音蟹殻富畔裔時下寂り山田掟 ／）虻舟蝶竪碇些旨再審建辞些e刃哩岸壁匪  

e巌定位中部勲e刃誕挙垂 ′超簑奥底歳旦轟e勾憩椎慮e囲勅遅勅一冊 ′巾心トニ  

ぐり】擾衷e車琳時逓簑′〕雌牛蟹錦舟抑哩り止せ廃車山河促朝e柵軸禦簑Khl車両鴨  

宮咤脛′簑時′）レ点心国策張贈e刃哩屍堕謎 ′忌勅胆枢簑 「（∞Vこ朝把塵朝嚇  

e単位蓮華」 時す刃眼帥怒舟畦朝担 ′聖㌣掟姓畢 ′レ±羽東胆枢e 「朝叫頗朝  

嚇増車」e喋誕亙り】呵卜止叫竺∴頂臥 ′巾心トニぐりて呵盟ここ蜂爪∵†照り一朝嚇e増車  

レュ∩‖】喧夜e火山－皐・噌催亜饉亜 N  

。将逓㌣僻導簑刃り時下野晒舟昼喋り言皿螢鰹レ  

」聖栗東黙勲♂刃障壁蕪匪岸匝勾題蕪極僻 ′り心㌦刃刃時下ど悪舟戦勲e刃匪華  

垂e勾題畦≡被告中晩勅堪勅一冊 ′超量刃り′）喩㌦Kl木崎逓㌣輌／句簑強腰e刃  

謎輩翌 ′サ声剰簑空軍毎・聖埜喩e一冊蔭沖軸禦分局り〓甲柳dご刃題丈∵∴b∴ハm＼  

エトサ1恥∴ヽ ′巾uトニ載り】増嫌e勾更新空紳輔林崎小夜り一昭虻一価蔭題那忙  

。将逓s菅蝋導時下在華勅崖勅高車心レ′）ぐり心勾題下地頭舟椙埜・暦輌増輔e勲題   



粥 阜 笥  義 柵 軸 ＃ 柵 8 辞 瑚  （ 沖 垂 粥 じ の 沖 ～ 粥 阜 ∽ 沖 ）   

一  仙 取 柵 伸 輔 益 鮮 課 萱 8 謝 糊 口 J 「 ノ バ   

義 蝉 脾 諒 畠 重 義 品 言 ∵ ピ ノ バ 二 症 ノ  潮 N 洋 ・ 湘 〕 洋 嚇 耕 砂 百 計 ぐ ノ バ 伊 ノ  伴 榔 報 3    

薄 型 吋 蒲 刈 「 バ 仰 汁 D  抽 汁 ノ  義 輝 肝 轟 富 対 寄 鮮 碧 帥 歳 ヰ か 宋 発 3 セ  （ 碁 － ○ ） ノ 謡    

碑 脾 覇 道 製 油  （ 監 ↓ 「 語 群 加 」  什 ぐ ノ U Y  D ）  学 挙 世 苦 汁 ＞ 加 躍 翻 盲 汁 か 語 意 壷 藁 岩    

丑 卜 什 静 観 言 碧 良 由 コ 蒜 ユ ノ  専 ヰ バ 諷 封 d 諾 鮮 碧 「 市 （ ぐ ノ 剖 抑 苺 代 吋 蟹 押 付 「    

バ 中 岡 3 茹 薄 口 荊 口 沖 洲 薄 汁 ヰ 一 代 ゝ 3 薄 薄 枕 許 浄 化 ／  皿 一 仰 部 仰 常 務 知 什 義 輝    

脾 轟 謬 坤 寸 ヾ 匂 － （ 更 ↓ 「 止 ∴ 1 ≠ － 」  什 ぐ ノ ） D ） 碧 漸 落 「 バ 辞 榔 耕 村 落 聖 ヰ 上 伸    

∴ ∴ ∴ ‥ ∵   

抽 汁 ノ  訓 蓉 軸 陪 化 石 華 ヰ か 華 前 什 「 バ ノ  革 薦 寸 ¶ ≠ ≠ 瑞 相 化 S 森 議 了 5 義 壷    

加 慧 臨 買 ∵ ピ ノ バ 霹 ノ  義 輝 軸 薄 腑 3 洲 津 覇 旨 3 澄 湘 碧 避 認 眈 ぎ か 認 ノ  専 ヰ バ 諒 恕    

軸 3 血 芸 芋 ご 別 口 沖 蟹 缶 責 ＼ ピ ノ バ 伊 薄 型 ヰ ぇ 仰 d 沙 か D   

富 対 牙 靭 観 戦 蔀 蒜 ・ 覇 業 蒜 「 ノ  抽 津  「 斗 ヾ ≠ ＼ ヾ 亜 溺 献 ヰ 一 代 ゝ  （ 碁 〓 ） 」 布    

紗 卸 l 貯 謝 帥 蹄 化 咄 P ゴ 汀 ヰ か 惑 面 百 計 か 〓 什 誉 が ノ  薔 毀 加 3 塘 蠣 3 丑 卜 付 図 か 沖 苗    

3 囲 蒲 報 什 「 バ 望 南 3 謝 湘 什 什 伊 市 ノ  り Ⅵ ＼ ヰ ∵ ヾ ヰ ＼ 丁 ≠ ヾ l ヾ ヰ ー ㊦ ≠ 封 3 d    

仲 か ＞ 浄 化 制 P 皿 珊 8 語 細 々 柵 P 皿 珊 什 薔 毀 d 仰 か ヾ ゝ サ ト 止 （ 岱 符 J ぐ ノ バ 藩 聖 ヰ   

＝ ∵ ト 掴 ・ ∵ － ナ ‥ ∵   

腑 汁 ノ  湘 ∽ 洋 嘲 謝 脾 3 蒲 叫 吋 樽 耳 バ ノ  止 ∴ 1 匂 － d 3 評 J ヰ ㌣ 撤 廃 盲 蘭 恕 孟 壷    

加 碧 幹 ♂ 蝉 ） 蹄 代 寸 ヾ 匂 － 什 蘭 強 釦 8 献 轡 吋 囲 J バ 計 岱 ノ  沖 亘 部 心 ○ 沖 符 帥 止    

（ 昏 叫 舟 3 置 3 轟 細 け 「 バ ノ  苗 毀 加 肴 汁 か 沙 J ヰ ㌣ 料 囁 布 朝 粥 軸 符 華 ヰ か 茶 棚    

蹄 代 碧 苛 訝 ぎ バ ぐ ノ か 慧 ノ  沖 渥 符 帥 止 （ 蟹 訪 d 評 か 〓 什 吋 汁 岱 溺 轟 肴 市 棚 耳 耳 か    

－ ＝ け ∴ ∵ ． ∴ 一 ． ∵ 二 ふ 叫 十 ∵ ′ 明 ． ∵ ナ ＝ ∵   

粕 汁 ノ  ゆ 謎 ノ  挿 頭 値 A D R  （ 碁 巴  惑 溺 亜 什 3 献 落 石 J ぐ ノ バ 伊 藤 聖 吋 磋 苗 バ    

ぐ ノ （ 玩 姻 現 計 か D   

N ‥ 翠 琴 鱒 茸 前 頭 芋 8 資 料 【 〓 J 「 ノ バ   

義 昭 陣 幕 諾 製 缶 ノ 止 ∴ ＼ ≠ － d h ～ 紛 罷 Ⅲ 3 梢 割 ∽ 昂 ∽ ○ 抄 ㌢ が 梢 湛 心 昂 腑 d 碑    

石 バ 梓 こ ノ  昂 国 学 市 計 ぐ ノ バ 訂 ∵ ＼ N “ ∴ ヾ 川 ｝  （ F A 舛 ）  符 汁 か 抑 耳 d 社 説 「 バ ぐ ノ   

か 0   
富 聾 昂 召 学 3 相 互 枕 許 什 「 バ ノ  り ¶ ∴ ∵ ヾ 川 ヒ  （ F A 舛 ）  3 諸 ㌢ 囲 l 斗 ゝ － ＼ て 3    

蒔 遜 村 落 聖 ヰ か 短 冊 現 計 か 碧 ノ  苗 対 軸 3 談 ゝ 恕 由 ふ ミ ∨ ふ 一 身 ヾ 丁 3 寸 丼 い ⊂   

↓    



。時   

点心火軒刃時勅㌣簑刃り時下野晒㌣匪轟e鼓笛 ′レ」基弄舟褒室e牽制 ′想ぃ  

」刃朝箭粧凝血虫 ′超量刃り時点刑場輿㌦和事時点勅願潜血生卜訂慮eヨ甘e  

群立簑糎融禦時逓㌣糎碑町舟恵 ′車高レぐ吏通り山城栗e生卜訂慮e泥史 ′策題  

。時逓㌣駆導簑僻牌り山山肌 ′聖トニぐ艮記謹  

e望利和遅叶e世罷・べ示て∵逓爪こ半端り蒜雫酎加読㌘P感コ芝野監栗・区報勾題単軌  

′領巾小城璽レ′）ぐり宗一卜訂慮e泥を ′超量刃り時逓簑Klも吏貞道生卜訂慮り山  

奥吏岩肌群立く朝脛駆巾心㌣匡碑e駐韓宰 ′簑時／）レ」地歴刃将勅㌣簑刃り将軍  

中正聖勅刃吏」過程融髭拓簑糎砂洲舟壷垣回 ′勅刃時愈酸刃′）対策音頭画e嘉  

箪e鞋㈱掛金㌣惇N抹亜トl蛛r面喪中叶増 ′聖トニぐ足裏鮭e位痙・べ車ぐ通  

ぃュ∩‖】仙堰≠e牡吊・ヾ中C嶋昭邦‖】亜串快癒柵＃ m  

。時逓㌣机て本荘港南型厚東吏」哩軽舟雫e揖勾憩 （塗匝コ帖卸  

詰臣出 uOコ票召畠占ご℃よ－u〇三 〇dN ′レ」嘩紺舟勾憩幣寒帯墜Y些少  

下濯酎忌霹思 ′巾u中部′）」巌簑填寂e㌣歯車叶 ′市場レ′）ぐり山湛皿≠eⅢ革 ′吏桝  

。時逓㌣舶′攣簑噸避題企＋曇レ㌦∴雪逓艮壷芯琴サ量刃∴∵霊で㌣企＋簑勾題轍臣†恥   

。
 

二題二レ岩肌捜乗車心トニぐり心髄哀′訂迎㍗㌣∩∴ぜ封「。刃り是加東婁朝敵莞）憩刃  

り巾忌勅世心革命旨錦革朝 ′レ∩∴「巳K右㌻1争巾〇つ喝握」 聖㌣中l妹亜N蛛匡  

亜♂㌣軽部畢。′）憩′）レ」咄喪心槻奄レペ逓巾心レ′）罵り】醍≡搬露 ′帯幅雁 ′簑  

′）喩巾u忙岸時′）レ」地歴舟槻高車心㌣昼亜忙韓睾。時／）レ」履歴㌣榊中卜妹超量  

中l鯨 ′レ」刃e㌦巾匿南朝健eコ帖聖e柵軸禦 ′聖㌣煎酎柊蛸e亜㌫蛙意義  

レュ∩‖一馬瑠e咄奄 N  

。時逓㌣勅て本  

荘潜り蒜皿尾鷲㌦憩針 ′迅簑題ペ榊蟹歳旦裔e鞭慮e匝 ′市場レ′）ぐり山型嚇導占惑  

訂瑠り】昼亜舟場璽題小月時勅㌣擾寂り心堆宙e匝 ′勾懲悪荘塗匝糎緻禦 ′吏榊  

。将逓㌣机て巾夏型舟」  

地底e昼亜憩椒導 ′レペ榊蟹南国畜e避暑用鞭堕糎軸禦吏±騨舟輌和音e 「レ   

／）ぐり】取分梗e樵慮柵軸証｛e副異型lZJ e祁岸鋸歯柵軸荘朝揮胎盤朝出凪  

レュ∩‖－酋喝e蛸饉笥嘩嘩捌鶉e鉦 L  

（亜卜寸拡・亜あ寸妹・亜∽蛛～亜「堆零亜） 卓e中 海S蛛  



〓 き 荘 ノ  沖 亘 聖 和 此 昂 3 郎 沖 拙 作 「 バ ノ  沖 亘 湘 N 沖 3 義 輝 軸 3 蘇 彗 ∂ 裔 幹 呼 固    

か ♂ ∂ 符 J ぐ ／ バ 霹 ノ  沖 亘 3 蔀 熟 ト ノ  代 3 汁 u 抒 軒 耕 d 泄 蔀 苫 符 淋 菌 「 バ ぐ ノ （ 普    

符 J ぐ ノ バ 裔 渕 苫 市 中 軸 符 塗 料 ↑ 六 扁 三 ノ  電 柵 苫 薄 柵 符 J ぐ ノ バ 霹 野 望 d 胆 衰 索 云    

蒔 和 眈 き バ く ノ か 0  沖 亘 湘 N 冷 却 － 叫 声 J ぐ ノ バ 謁 ノ  肝 診 沖 宝 中 音 什 ノ  蕃 d 評 か 蟹    

敵 前 練 垣 古 表 芸 で 2 誓 誓 ノ 什 ぐ ノ U Y 〓 什 d ノ  肝 砂 沖 q 中 幕 符 帯 J バ 謳 和 「 ノ  蟹 掛 声    

J ぐ ノ バ ∂ 藩 柵 隷 課 笥 良 市 J ぐ ノ バ 再 野 望 部 N 淋 湖 心 ヰ 沖 宝 湘 ∽ ヰ d 湘 嫡 蛮 声 由 虫    

「 バ 放 言 ノ  電 柵 苦 汁 薄 叫 声 J ぐ ／ バ ♂ 淋 亘 湖 N 冷 却 の ヰ d 社 所 収 き バ ぐ ノ か 〓 ∴ † 菅    

野 ． 翠 掛 ∂ 蔀 繍 再 拝 眈 ぎ バ ぐ ノ か 什 ぐ ／ u 郎 沖 祉 d 薗 討 3 謳 和 声 汁 J バ ぐ ノ か 0   

「 誉 「 ノ  紗 蟄 謝 計 溺 献 8 河 皿 〓 日 計 耳 か 苗 毀 ♂ 恥 （ 汁 J バ 碑 バ ぐ ノ か ‥ ＝ 什 凡 7 巾 ノ    

翌 離 村 謎 和 ヰ か 艮 ′ 柵 現 計 か 3 d 再 蹄 ぐ ノ 誉 什 ぐ ノ 小 袖 如 ♂ 評 か 払 ′  電 柵 吋 謳 冊 ヰ か    

〓 付 こ 小 町 ∵ ∪ バ ノ  沖 亘 ∂ 蔀 熟 布 寄 封 払 〃 御 汁 J バ （ か 汁 苔 ノ  ヰ 藤 電 柵 8 酢 営 符 J ぐ ノ    

バ 謁 ノ  固 ∂ 薄 謝 ∂ 型 河 畔 再 拝 慧 ふ ノ  些 叫 部 仰 藩 聖 ヰ か 詠 柵 払 山 詳 か 0   

0  辞 藩 溺 什 8 渥 諜 請 詩 ■ ‖ J 「 ノ バ   

茹 和 魂 河 皿 一 群 舟 神 訴 鮒 q L 群 汁 代 百 科 此 「 ノ  辞 3 高 市 禁 固 布 禦 崗 竜 神 符 評 か 樋    

野 d 藤 野 試 算 皿 d 塑 前 d 仙 丹 ぐ ノ 溺 観 肴 J ぐ ノ バ 再 ／  国 対 謁 麺 符 蒲 嘲 吋 渦 兇 ヰ か 汁    

代 群 ∂ 諦 適 什 ノ  斗 抑 符 準 「 舟 3 詳 細 呼 淳 鄭 ヰ か 汁 巧 頭 港 市 帝 8 討 C 祉 肴 J ぐ ノ バ    

茶 畑 ヰ ヰ ぇ 碑 d 詳 か 0   

♪  神 童 畳 袖 昂 8 即 押 掛 8 轟 囲 ■ 〓 J 「 ノ バ   

繍 沖 潰 謎 舟 神 国 汁 代 ∂ 槻 粗 肴 J ぐ ノ バ 存 ノ  神 童 萱 糾 昂 3 郎 沖 祉 ∂ 牌 博 呼 轟 謝 「    

汁 」 け d ノ  藤 岡 符 藩 聖 ヰ 土 示 d 蕗 ふ ○    
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。
 

。
 

。
 

Ot  

。吏」梶睾り7ノ恥∴  

中和憩度朝敵班｛駐り一平∞掛匡 ′レ」刃二凝れ㌣簑虻長ぃ′）ぐり一礼憩鰻闇e嘲晦Y敏擾  

顕e（長藤里心＃柊）紳輔柵e池畔く旨頑皆露献策望e申告頑糎感染時逓㌣灘 ′革e中  

。吏」〕蹴り】華甲量N山名退Y）題刃り時下晦Y牡朝刊e中 ′」退Yく退  

堤㌣匪皿ON潜晦Ye呵寸廿匡り】司1佑Y湘定座簑据 ′簑吏」東尾蹴爪′）刃時下晦Y簑  

堰く弓1垢Y湘定座e長粒簑（型載eど堀○ト在駐 ′神尾群）糎軸延 ′平m皿叫三∴笥計  

。
 

舶璽 （一）  

（混立く朝惟軸皿弐呵l掛讐登計）  

「社搬掛金巾堕り】罷献堪Ye司1垢Y湘重匝」 m  

。や下刃史亜糎惑壷 ′火刑蟹側圧堰e東隣神林即 ′里心レ′）ぐり山匠部将堕り山㊧㊥   

。時下咤闇く芯弥立塑e捜把e紳輔柵舟蜜轟師朴e余塵蛋尾献′）塗り孟宗諒恕痩㊧  

。．n忠心勅慢叶e勾題睨凰e出水惑凧身  

罷献エトヘユヘe刃是朝幾度小社り一点中 ′」刃捉謹裏レ′）ぐり】東胡朴′「＼ ′」盤輩舟  

（企e世道嘲廿酎）令朝朴仔e中 ′レ′）ぐり】妥駄Y盤（吏轟）嘩脛e糎軸澄 ′聖神経柵㊤  

伸長嘉箪 （m）  

。吏」塩鮭舟酎牌 ′」酎思ぃ」刃「嘉輩時吊り一べ車ぐ逓」 ′」佃和簑東隣紳輔柵・糎緻  

禦 ′D吊り二「放E嘉法」捉ト）伸長e王甘e紳輔怖吏ペ朝沓血圧亜e柵軸延㌣旺e中  

吏長鳥虻簑（医事皿f）掛軸時吏ぶり】直∽お勾更訂曲勅暫時小夜り】東熊粗雑碑・糎緻禦   

将司り一博寸喧頗那史吏忌仙世稗超量甘e喧頗朝箭髄率柵楚 ′、革温モe超品位亜撃  

男起酎忌 （N）  

。吏ぐ  

量憩超糾巾ロー嘉凄 ′簑吏忌£出窓′）和」粍時吊り】東熊神経牌・柵軸禦㌣りり。湛澄り止1  

や↓ヤ竪琴嘩胡椒琴駐レ愛墨壷尾尊 ′り】忍耐心勾更刃り吏ぐ量憩㌣爪車両心り一題輔 ′簑  

吏′アド∩∴叫刃「e♂占祁舟伸長時点）レ心慮舟悪感り－塞中」策定裔eりD吊り山勘憩野宿  

e皆湛遍 ′里心柵軸班｛吏」露献血短慮e倉掛∽e㌣琳朝鮮mせ朴甘心量朝掛s婁朴′「＼  

削華 （l）  

（如辞レ逓雌駐皿m平の廿巴軍陣 ′混モく榊摘軸皿の呵∽掛巴軍陣）  

「斐搬㊥金将堕り－尾献Y聾e短詞瓢朴」 N  

。や下ヤ恩承e糎継抑 ′里心トニぐり】旺頗小社り】㊧・0㊥  

。時下咤異心噌脛く紳輔柵 ′聖糎軸荘㊧  

。時下金  

貨心電献エトヘユヘe刃＃舶畿璧爪塗り】忌中笥曝露駄Y蟹江E値e柵軸荘 ′寧神経帥㊤  

伸長嘉輩 （C）  

吏  

」塩鮭舟酎軸 ′」酎忌レ」刃「嘉駐将司り】べ車ぐ逓」 ′愛吏吏£勅彊健簑匡堰時す鮭騨  

簑糎軸禦ぐ去 ′食酸刃e♂憩那棟融点り ′喋恕吏」正坐レ」刃朝吊粧沓抑鐘レ′）ぐり一  

（ミ載刃e「頬濫嘉輩」彊ト）放濫e召甘吏±直り】嘉箪吏岩肌胎出超量紳輔碑㌣旺e中   

吏忌£虻簑（医事皿〇酎御崎吏点り）区∽虚礼題9曲勅磐将卜寂り山東隣紳輔柵・糎緻  

延時吊り山哺∽ 叫軸那史吏£仙世親超量旺e叫軸朝範姓率柵楚 ′革温モe超量匿蓮華  

禦遭敵意 （N）  

吏ぐ逓㌣哩堅操車山江呂脛吏」Y聾 ′第憩  

吏ぐ量憩火山♂レ食彊簑吏王」甘心電装」他′）由、り蒜警吏」（吏′）レ」廻麗皿l舟臣託  

「卜束・も＼ごナーヘ」時勅㌣妥法り】斐亜獣心電献）柵コ鼎簑咤脛e超点り ′潜e中。吏」心  

電献Y磐将ぺり〓ホ㍉ユヘ£超夏蚕舟く蟹e増車堪単身咄米糠珊e兎吏e砺世 ′灯り  

刃吏ぐ虻り】埋£蔦終り】塞草定離elトKHレ」刃」≠載吏ペ紬り〓1心∴卜時吊り品佃卵  

価璽 （一）  

（如辟レ逓叫駐皿∽N平Nl掛三唱計 ′泥立く朝掘軸皿諾平の掛寸一撃陣）  

「鞋媚掛恵時塗り一Y聾e増車堪轡旨頑唖張牌珊将士罵り山∴口車へhヽlトl卜K∴HJ T  

（トニぐり－酎或鞋搬掛金）型匪e朝巌姓凝帥恕 （T碁）   



（ 瀞 の ）  刊 此 拝 辞 竺 苛 氷 ∞ 「 刊 膿 汁 帯 ↓ 帯 瑚 苛 氷 」 符 穎 ご ｝ か 「 選 樽 咄 8 村 膿 汁 斎 薩 」 付 帯 ノ   

洋 帯 芯 馬 か 牙 勒 吋 茄 ヰ 0    

【  【 泄 き 8 甘 群 尉 8 薄 回 国 斉 泄 彗 3 蕃 零 】 塑 葡 裔 謝 辞 （ 扇 普 ∽ の 個 帝 都 湘 － 崇 丁 叩 ） 湖 心   

淋 も Y ？ 珊 － 兎    

N 【 滑 雷 ∂ せ 群 尉 ∂ 啓 回 国 謁 滑 習 3 薯 罪 】 苛 和 謝 辞 竺 幹 部 ふ 淋 態 － 薗 ノ 湖 N や 瀞 湖 － 薗 ノ   

湖 会 神 事 － 粛 ／  湘 金 牌 諏 － 薗 知 己 義 〓 芯 静 癒 － 曲    

U  【 滑 彗 8 廿 〕 伊 尉 腑 汁 斉 舟 3 劫 錨 8 軸 麺 棚 引 8 田 C 義 「 】  義 輝 軸 潜 誉 幹 部 A 静 湘 －   

崩 誉 が 湘 ∽ 感 涙 d （ 国 許 湘 ∽ 沖 湘 － 曲 d 備 適 ヰ か 前 吟 吋 坤 腎 ）    

企  【 舟 8 直 辞 ヰ 3 張 柵 壇 荘 滑 ぎ 符 汁 G 韻 昏 が ぎ 汁 朝 曲 】   

〓 き 符 蟹 「 ノ 咄 湘 軸 存 ノ 「 滑 き 符 謁 ＞ 疎 滑 き 舟 聾 紗 ∂ 粟 溺 榊 執 畔 報 苛 「 バ ぐ ノ か ㌫ こ 丁 肴 ノ   

（ ＞ 軸 紗 ∂ 防 除 荷 － 酋 「 蹄 く ノ ） 付 く ノ ひ 榊 団 畔 滑 き 軸 什 野 岱 相 計 「 バ ぐ ノ か 0  眈 が 肴 ノ  〓 ぎ   

腑 d 伊 ＞ 卸 紗 3 防 除 符 両 説 ロ バ ぐ ノ 蹄 ぐ ノ 0  」 什 召 蘭 ∂ 抒 ぐ ノ 〓 什 畔 仙 箭 「 バ ぐ ノ か 0   

（ N ）  蒼 閣 南 誌   

森 野 剖 普 が ∂ 耳 討 薙 ノ  落 柵 薄 端 碧 抽 柵 加 ∂ せ 菅 が 磁 市 価 き 汁 苗 此 柵 加 ∽ 掛 声 汁 8   

義 昭 咄 ■ 朝 粥 軸 肖 抽 胃 壁 ヰ か 昂 仲 野 G 浄 化 ∂ 鞠 滴 （ 器 拉 溺 ） 碧 苛 肯 き 六 正 三 ノ 薗 尉 ♂ 鞠   

閣 せ d 伊 か 0    

（ 碁 N ）  A D R 8 菌 茄 云 ノ  舟 3 気 品 警 巳 坑 口 云  「 吉 報 ・ 評 J ヰ と 値 」  「 溺 帝 値 」  「 毒 鮮 腔 」   

符 ゆ 誉 ぎ か 0 向 直 苦 戦 蝉 3 A D R 謁 「 苗 溶 ・ 計 J ヰ と 値 」  d ノ  遥 帝 腔 ㊦ 寺 社 旭 志   

－ 布 石 刊 諦 謝 d 評 か 0 漸 唯 轟 覇 符 舅 口 付 粉 飾 什 「 バ ノ 淋 対 蛍 3 義 輝 軸 薄 柵 舞 茸 榔   

加 妙 8 汁 沌 〓 〓 苛 薄 蛮 習 慧 献 畔 ヰ か  「 苛 薄 値 A D R 」  付 ノ 朝 粥 軸 団 扇 鵬 碧 義 輝 軸 什   

3 寄 せ 蕃 浮 8 汁 苔 毀 幹 「 汁 P  L 止 ∴ ＼ ≠ √ － 辻 ∴ 愕 R  「 抑 溺 値 A D R 」  払 〃 評 か 0    

（ 碁 U ） 茄 熟 知 諸 ノ 簿 叫 翻 加 肝 芯 僻 什 朝 － ゝ ノ ＼ 」 ノ ・ せ ・ 訓 薄 8 薄 謝 の ゝ （ 難 敵 革 ノ 洋 胎 茸 ・   

連 座 細 粒 茸 ・ 拉 抑 掌 中 － 的 ） ノ  南 端 釦 義 輝 南 端 親 和 － ＞ 3 半 0 0 ＞ d ノ  ≠ 嘘 塘 革 ・ 轟   
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経消第  ２１０号  

            平成 15 年 1 月 22 日  

横浜市消費生活審議会  

会長 鈴木 深雪   様  

                                 横浜市長     中田   宏  

 

 
社会経済状況の変化を踏まえた消費生活条例の在り方について(諮問) 

 

 

  横浜市では現在、市民の安全で快適な消費生活の実現をめざして、横浜

市消費生活条例に基づき各種施策を行っております。 

近年、市民の消費生活をめぐる社会経済状況は、少子高齢化・グローバ

ル化・規制緩和の進展やＩＴのめざましい普及などにより大きく変化し、

これに伴い商品・サービスの多様化・複雑化、新たな取引形態の出現によ

り、消費生活相談件数の増加や相談内容の多様化・複雑化、また消費者ト

ラブルの深刻化をきたしております。 

このような状況を踏まえて、横浜市においても、施行後６年を経過した

消費生活条例や施行規則の在り方を事業の実態把握とともに検討し、時代

の変化に対応した施策へつなげていくことが要請されています。 

特に、今後は単に行政が施策を実施するだけではなく、市民など民の力

を結集し、消費者・事業者・行政の連携による新たなシステムを構築する

ことが重要であると考えています。 

つきましては、社会経済状況の変化を踏まえた消費生活条例の在り方に 

ついて諮問いたします。  

 

 
担 当   経済局総務部消費経済課   安藤  

電話   ０４５（６７１）２５７３  
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諮問の趣旨 

 
社会経済状況の変化を踏まえた消費生活条例の在り方について  

 
本市では、平成 8 年 10 月に施行されました「横浜市消費生活条例」に

基づいて各種施策を行っておりますが、消費生活をめぐる社会経済状況は、

大きく変化しております。  

これまで横浜市消費生活審議会におかれましては、「消費者の主体的活

動への支援の在り方について」（第１次）、「消費者被害の未然防止等の

在り方について」（第２次）、「事業者指導・被害救済システムの在り方

について」（第３次）をテーマとしてご審議・ご提言をいただきました。  

これらのご提言は、これまで多くの施策に活かすことができましたが、

今回は社会経済状況の変化を踏まえ、これまで展開してきた施策や消費生

活条例、施行規則の検証を行っていただくとともに、単に行政が施策を展

開するのではなく、民の力による主体的・合理的な施策をどのように展開

すべきか、また、そのためには条例や施行規則などのシステムをどのよう

に構築すべきか、ご審議いただくこととさせていただきました。  

ご多忙のところ大変恐縮ではありますが、今回の諮問事項につきまして  

は、現在の第４次審議会の中でご審議いただき、平成 16 年 9 月までには

答申をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

  ○主な審議項目 

(1)横浜市消費生活審議会について（消費生活条例第２章） 

 ・組織の構成、委員の選任方法など 

(2)消費者の主体的活動への支援について（消費生活条例第３章） 

・消費者教育の推進、消費生活推進員等の活用、市長申出制度の運用 

(3)適正な事業活動の確保について（消費生活条例第４章） 

  ・適正な表示の確保、危険な商品またはサービスや不当な取引行為へ

の対応 

(4)消費者被害の救済について（消費生活条例第５章） 
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審 議 経 過 

 

開 催 日 主  な  審  議  事  項 

平成 14(2002)年 

    10 月 16 日 

第４次第１回消費生活審議会 

（１）会長・副会長の選出について 

（２）第４次消費生活審議会の運営について 

（３）消費者被害救済部会委員の選出について 

 

平成 15(2003)年

2 月 13 日 

第４次第２回消費生活審議会 

 消費生活推進員、消費生活相談員、事業者団体との意見交換会(第Ⅰ部･第Ⅱ部)

（１）審議会委員代表あいさつ 

（２）出席者による説明 

（３）意見交換 

 

3 月 17 日 第４次第３回消費生活審議会 

（１）平成 15 年度消費生活関連施策について 

（２）専門部会の設置及び運営について 

  ①専門部会について 

  ②部会委員及び部会長の選出について 

 

4 月 25 日 第１回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）今後の進め方について 

（２）専門委員の選出について 
 

5 月 28 日 第２回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方（そのⅠ） 

 

6 月 25 日 第３回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方（そのⅡ） 

 

7 月 24 日 第４回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方（そのⅢ） 

 

9 月 26 日 第５回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方（そのⅣ） 

 

10 月 24 日 第６回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）論点及び考え方の整理について 

 

11 月 14 日 第７回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）専門部会での論点及び考え方について 

 

11 月 28 日 第４次第４回消費生活審議会 

（１）専門部会での審議状況について 

 

12 月 18 日 第８回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）答申（案）の検討（そのⅠ） 

 

 

 

 

 



                 17

開 催 日 主  な  審  議  事  項 

平成 16(2004)年

1 月 23 日 

第９回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）答申（案）の検討（そのⅡ） 

 

3 月 26 日 第４次第５回消費生活審議会 

第Ⅰ部 （１）答申(案)中間報告に関する意見募集について 

（２）平成 16 年度消費生活関連施策について 

第Ⅱ部 消費生活相談員、事業者団体との意見交換会 

（１）審議会委員代表あいさつ 

（２）出席者の紹介 

（３）出席者による説明 

（４）意見交換 

平成 16(2004)年

5 月 25 日 

第 10 回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）答申（案）の整理（そのⅠ） 

 

平成 16(2004)年

6 月 23 日 

第 11 回条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会 

（１）答申（案）の整理（そのⅡ） 

 

平成 16(2004)年

7 月 26 日 

第６回消費生活審議会 

（１） 答申（案）について 

 

 

 

 

 

 



 第４次横浜市消費生活審議会委員名簿          (平成16年7月現在)

　　　　　備　　　　　　　　　　　　　　考

うめだ　  さよこ

□ 梅田　小夜子 消費生活ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ横浜会　 

かいどう　かずあき

貝道　和昭 (社)横浜市工業会連合会  会長

こばやし としゆき

□ 小林　俊行 横浜弁護士会　 

さとう　とうじ

□ 　　佐藤　東司 　（社）全国信販協会  専務理事　

しもやち　 ふじこ

□ 　　下谷内　冨士子 　消費生活ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ横浜会

すずき　  みゆき

◎ 鈴木  深雪 帝京大学法学部　教授

たかい　 かえこ

◇ 高井  佳江子 　横浜弁護士会

たかや　しょうじ

◇ 高屋  彰二 （社）日本訪問販売協会　専務理事

ないとう ひでよ

内藤  英代 横浜市消費生活推進員　代表

ながい　  まどか

○　■ 長井    圓 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科　教授

にしむら　たかお

□　◇ 西村  隆男 横浜国立大学教育人間科学部　教授

はっとり　たかこ

□ 服部  孝子 横浜市消費者団体連絡会  事務局長

ひうら　  みちえ

◇ 　　日浦  美智江 　 社会福祉法人訪問の家　理事長

ひらかわ　かねひろ

◇ 平川  兼寛 横浜商工会議所小売部会  部会長

ほしの　ひでき

□ 星野  秀紀 横浜弁護士会

まつうら　ともひこ

　　松浦　知彦 　（社）日本通信販売協会　常務理事

みやもと　かずこ

宮本  一子 (社)日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 消費生活研究所長

もうない　りょういち

◆ 毛内  良一 神奈川県生活協同組合連合会 専務理事

やくしじ　くにと

薬師寺  國人 鎌倉女子大学家政学部　教授

よこやま　としお

□ 横山　敏男 家電製品ＰＬセンター　センター長

あだち　かずし

安達  和志 神奈川大学法学部　教授
◎：会長、○：副会長
□：消費者被害救済部会委員（■は部会長）
◇：条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会委員（◆は部会長）

（敬称略・五十音順）

専門委員
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第４次横浜市消費生活審議会 

「社会経済状況の変化を踏まえた消費生活条例の在り方について

―中間報告―」に関する市民意見募集の結果 
 

 

平成１６年３月２６日の消費生活審議会総会に、第４次横浜市消費生活審議会

条例・施行規則及び消費生活関連施策の在り方に関する専門部会の「社会経済状況

の変化を踏まえた消費生活条例の在り方について」の中間報告が出され、これにつ

いて、広く市民から意見募集を行いました。 

 

１ 意見の提出期間  平成１６年４月１日（木）から４月３０日（金）まで 

２ 意見の提出方法  郵送、ＦＡＸ、電子メール 

３ 公表方法     中間報告要旨の閲覧・配布  

市ホームページへの掲載 

配布部数：１５００部  

（市民情報センター、横浜市消費生活総合センター、

各区役所広報相談係窓口、消費生活推進員、 

物価モニター等） 

 

 

◆ 市民からの意見募集の結果 

意見提出者数 ２７（個人：２６ 団体：１） 

 

 
合計 

電子 

メール 
ＦＡＸ 

郵送・ 

持参等 

項目別 

意見数 

個人 ２６ １２ ５ ９ ７１ 

団体 １   １ ４ 

合計 ２７ １２ ５ １０ ７５ 

 

意見の多かった項目  個人  団体  

消費生活推進員制度の見直し及び活性化について  ２４件  ０件  

学校における消費者教育などの消費者支援策について  ７件  ０件  

相談受付時間外の対応について  ７件  ０件  

消費生活相談体制の充実について  ６件  １件  

被害救済部会の在り方について  ３件  １件  

不当な取引行為に対する対応について  １件  １件  
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中間報告 項目 頁 市　　民　　意　　見　　要　　旨 審議会の考え方

第１章　条例の改正を視
野に入れた消費者施策
の在り方について

１　これまでの経
過

１頁 市民意見なし

２　検討事項につ
いて

市民意見なし

第２章　具体的な検討事
項
第１節　横浜市消費生活
審議会（条例第７条～第
12条）

１　審議会・部会
の組織について

2～3頁

●横浜市職員が審議会委員として選任されて
いないことに消費者として疑問。消費者はあい
まいなままのあっせん、調停を、現在受けてい
ると理解。

●原案どおり。
(審議会は、広く民間の方々からの
ご意見をいただく第３者機関として
審議を行っております。)

●審議会委員の再任の回数については、規定
を決め、継続性を考えて委員の一定割合が残
るようにする。

●一定の配慮が必要と思われま
す。
ご意見を踏まえ、下線部のように
追加・修正します。
Ｐ２　９行目　回数の上限などにつ
いては明確な規定がないため、今
後規定していくことを検討する必
要がある。その際には審議事項の
継続性及び委員の経験等を考慮
し、委員の一定割合が残るように
配慮することが必要と思われる。

２　被害救済部
会の在り方につ
いて

●被害者救済部会がADRの役割を担って良い
ものか、いささか性格が違うように思う。

●ご意見を踏まえ、次のように修
正します。
Ｐ３　１行目
審理を進めていくＡＤＲ
［（Alternative　Dispute
Resolution）裁判外紛争処理機関
（＊２）］の役割を担う第三者機関
→
審理を進めていく行政型ＡＤＲ
［（Alternative　Dispute
Resolution）裁判外紛争解決］（＊
２）機関の役割を担う第三者機関

●消費者の被害の救済のよりどころになってい
る条例で、「消費者被害救済部会」以外考えら
れない。
　被害救済部会委員には審議会委員からのみ
の選出だけではなく、その案件によって適当な
委員の選出も必要。

●本文の趣旨に含まれています。

●本文の趣旨に一致しています。

●（下線部のように要望）
　被害救済部会によるあっせん・調停の審理に
あたる担当委員については迅速・的確な処理
が行えるよう紛争案件に応じて、被害救済部会
以外の専門委員や臨時委員などの活用につい
て市長の任命だけではなく、部会長の判断で迅
速な対応ができるよう体制の整備を図るために
条例・施行規則などの規定にする事が必要で
ある。

●本文の趣旨に含まれています。

●調停、あっせんの対応と解決のスピードアッ
プを図ることを提案。

　消費者は個人で被害を受ける弱い立場で、事
業者は組織力、大きな強い力を持っているの
で、消費者を救済するのが常識。名称を広く公
募することを提案。

●本文の趣旨に含まれています。

●原案どおり。
(名称の公募には適さないと考え
ます。)

３　審議会委員
の公募制につい
て

●委員すべてを公募にするのか、議論を見ると
数名となると、どこを公募にするのか。

●原案どおり。
(選定の問題については、今後の
運用で検討することとなります。)

●「公募性」については、委員の人数構成がバ
ランスよく公平であること。

●本文の趣旨に一致しています。

●審議会委員の公募制は大賛成。 ●本文の趣旨に一致しています。

「社会経済状況を踏まえた消費生活条例の在り方について－中間報告－」
に関する市民意見に対する審議会の考え方
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中間報告 項目 頁 市　　民　　意　　見　　要　　旨 審議会の考え方

第２節　消費者の主体的
活動への支援（条例第
13条～第18条）

１　学校における
消費者教育など
の消費者支援策
について

3～5頁

●対象を小・中・高校生、大学生など拡げてい
ることは賛成であるが、もう一つそれらのＰ.Ｔ.Ａ
親の方も加えてほしい。

●実生活と直結した内容をポイントを絞って使
うこと、親子で学ぶ方法が必要。就学前から小
中高大とステップを踏んだ内容、連携のある内
容であってほしい。

●自分が被害者になって初めて気付くと思う。
大学生のみならず、社会人にも再教育の機会
は必要と考える。

●消費者として生きていくための知識・知恵の
習得、社会に出る前の消費者教育の充実が必
要。

●本文の趣旨と一致しています。

●例えば大学、専門学校などへの・・・専門学
校　を付け加える。

●ご意見を踏まえて、次の下線部
のように追加します。
P４　２行目
　例えば大学などへの→
　例えば大学、専門学校などへの

●学校教育の中にカリキュラムとして授業に取
り入れ、社会の一員としての自覚を促すべきで
あり、検討し早期に実行するべき。

●学校教育でより一層とりあげら
れるよう働きかけることを、市に求
めていきます。

●義務教育期間、特に中学卒業前の時期の取
り組み、大学職員や新入生への啓発が重要。

●学校教育でより一層啓発が行
われるよう働きかけることを、市に
求めていきます。

２　情報の入手
や意見表明の困
難な方への対応
について

●どのような情報が市民にどのような方法で送
り出され、どのように市民は受け取っているか
調べる必要がある。

●ご意見を踏まえて、Ｐ４　２－２
－２　に下線部を追加します。
Ｐ４　７行目
地域社会における消費者教育及
び情報提供の充実や、広く伝わり
やすい情報発信の方法を総合的
に検討し、また、消費生活総合セ
ンターにおける情報プラザ等をよ
り利用しやすい施設として改善を
図る必要がある。高齢者を含めた
…

●情報の届き難い高齢者などは、相談先もわ
からないまま、二次被害、三次被害と次々商法
になってしまうこともある。この人たちへの情報
提供・研修が急務。

●本文の趣旨に含まれています。

●高齢者と触れ合う機会の多いヘルパーの
方、福祉関係の方、民生委員、老人会、町内会
のお世話役の方々との協力体制が重要。

●本文の趣旨に含まれています。

●高齢者が強気の訪問販売業者の勧誘を断る
のは不可能に近いので、福祉関連部署との連
携と、高齢者宅を訪問するヘルパーさんへの協
力要請が必要。事業者を通して社員（消費者）
への情報提供も希望。

●本文の趣旨に含まれています。

●ご意見を踏まえて、Ｐ４　２－２
－２の項目の表題及び本文冒頭
に下線部を追加します。
P４　５行目
［表題］　地域社会への情報提供
及び情報の入手や意思表明の困
難な方のへの対応について
［本文］　P４　７行目　地域社会に
おける消費者教育及び情報提供
の充実や、広く伝わりやすい情報
発信の方法を総合的に検討し、ま
た、消費生活総合センターにおけ
る情報プラザ等をより利用しやす
い施設として改善を図る必要があ
る。高齢者を含めた…
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中間報告 項目 頁 市　　民　　意　　見　　要　　旨 審議会の考え方

３　消費者の意
見の反映の確保
について

●ことさら消費者団体を書く必要はないと思う。 ●原案どおり
（消費者基本法においても、消費
者団体は明確に位置づけられて
おります。）

●市長への手紙の存在についてもっとアピー
ルし、どのように対応・処理されたかを公表する
必要がある。

●すでに実施されております。

第２節　消費者の主体的
活動への支援（条例第
13条～第18条）（つづき）

3～5頁

●市長への手紙は返事がくるまでに時間がか
かり過ぎ。平均２ヶ月では消費者問題では遅す
ぎる。又、多くの意見が出されても、当事者間だ
けの意見で多くの市民に反映されない。定期的
にも市から市民の声として集約して発表してほ
しい。

●すでに実施されております。
（市では、「市長への手紙」をいた
だいてからお返事をお戻しするま
で、現在平均１か月程度ですが、
時間短縮にはなお努力していると
ころです。また、結果についても公
表しています。）

4　市長への申出
制度の運用につ
いて

●何故今ごろ条例に定められた事項の周知を
するのか。市長の手紙とどのような違いがある
のかわからない。

●原案どおり。
（「市長への手紙」は、市政に対す
るご意見やご提案を気軽に出して
いただくための事業で、みなさん
の率直な「声」をお聴かせいただ
き、市政への反映を図っていま
す。
市長への申出制度は、一定の消
費者被害が発生する恐れがある
ものについて、申し出て、市長の
措置を求める制度ですが、まだ、
周知が十分でないので、改めてこ
こで入れているものです。）

●市長への申出制度の存在についてもっとア
ピールし、どのように対応・処理されたかを公表
する必要がある。

●本文の趣旨に含まれています。

５　消費生活推
進員制度の見直
し及び活性化に
ついて

●消費生活推進員制度が、消費者リーダーの
育成を目的にするでは無く、消費者問題に関心
を持つ層を増やすのを目的にして強化してほし
い。

●原案どおり。
（推進員制度の目的は、消費者
リーダーの養成が主な目的となっ
ております。）

●全員公募に賛成、やる気のある人で活発な
活動を希望。
8件

　（賛成の中でも、公募により自治会・町内会の
バックアップを受けにくくなることで活動が難しく
なることを心配する意見、公募時に活動内容が
よく理解されるよう明確な説明を求める意見、
公募時の選考基準の検討を求める意見が付さ
れているものが多い。）

●全員公募に反対。公募と町内会推薦の２本
立てがよい。
５件

（公募により自治会・町内会の協力や理解を得
にくくなることで活動が難しくなることを心配する
意見が多い。）
●活動内容を絞り込んだ方がよい。
３件

●本文の趣旨と一致しています。

●活動内容の絞り込みに反対。
２件

●原案どおり。
（活動が広範囲にわたることで、活
動内容がわかりにくいなどの問題
があるため、絞り込みを行った方
がよいと考えます。）

●原案どおり。
（現状では、自治会・町内会からの
推薦で義務的に選出された方が
多いなどによる問題があり、自主
的な活動を促進する意味で公募
のみとしております。）
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中間報告 項目 頁 市　　民　　意　　見　　要　　旨 審議会の考え方

第２節　消費者の主体的
活動への支援（条例第
13条～第18条）（つづき）

５　消費生活推
進員制度の見直
し及び活性化に
ついて（つづき）

3～5頁

●消費生活推進員任期終了者をステップアッ
プ養成し、リーダーや消費者団体メンバーとし
て再活用したり、又一定期間を経て再委嘱する
ことを提案。
４件

●ご意見を踏まえて、次の下線部
のように追加します。
Ｐ５　1５行目
自発的な消費者活動への支援な
どについても、同時に検討する必
要がある→
なお今後は、消費生活推進員経
験者の活用を図り、また広く自発
的な消費者活動の活性化を図る
ため、研修機会の提供などの消費
者支援の方策についても、同時に
検討する必要がある

●人数の縮小に反対、あるいは区代表、地区
代表は必要。
２件

●原案どおり。
（自治会・町内会からの推薦で義
務的に選出された方が多いなどに
よる問題があり、自主的な活動を
促進する意味で、全員公募とする
ことにより、人数もおのずと縮小さ
れると考えております。）

●名称・制度等の変更に賛成。
４件

●本文の趣旨と一致しています。

●消費生活推進員の活動を担当する行政側の
体制強化をする必要がある。
３件

●原案どおり。
（今後の検討課題として、市に求
めていきます。）

●保育付きとし若い世代も活動できるようにし
てほしい。
１件

●原案どおり。
（今後の検討課題として、市に求
めていきます。）

●活動予算は実績に応じた支給にして、推進
員を区役所に人口比率で配置し、出前活動の
サービス等を提供する。
１件

●地域での身近な活動で、お年寄りからの相
談や情報の提供に役立つ活動ができる。もっと
活動を知ってもらい、情報を多く提供できるとよ
い。
４件
●各自治会・町内会での推進員の位置付けの
強化や情報交換の場を増やすことが必要。
１件

●原案どおり。
（全員公募とした場合の地域との
連携は今後の課題と考えます。情
報交換については、運用の中で検
討するよう市に求めていきます。）

●新規推進員が行動できない区もあり、ちぐは
ぐだったので、すっきりする必要があると思う。
推進員以外の自発的な消費者活動の支援で
すが、活動主体のわからない個人団体にも消
費生活推進員への支援と同じことをするのであ
れば反対。
１件

●今後、運用の中で検討するよ
う、市に求めていきます。
●原案どおり。
（今後、多様な活動をしている市
民団体等との連携・協働などが必
要と考えています。）

6

●２－２－６として、「横浜市消費生活情報セン
ターの情報プラザの充実・活性化をすすめる」
という項目の追加をしてほしい。
４件

●ご意見を踏まえて、Ｐ４　２－２
－２　に下線部を追加します。
Ｐ４　７行目
地域社会における消費者教育及
び情報提供の充実や、広く伝わり
やすい情報発信の方法を総合的
に検討し、また、消費生活総合セ
ンターにおける情報プラザ等をよ
り利用しやすい施設として改善を
図る必要がある。高齢者を含めた
…

●原案どおり。
（ご意見を踏まえ、今後の制度運
用の中で検討するよう市に求めて
いきます。）
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中間報告 項目 頁 市　　民　　意　　見　　要　　旨 審議会の考え方

第３節　適正な事業活動
の確保（条例第19条～
第38条）

１　不当な取引行
為に対する対応
について

5～6頁

●（下線部のように改正）
　第３次審議会における提言により、条例に基
づく事業者指導が実施されており、効果が出て
きている。さらに法律で規制していない新たな
取引行為についてより速やかに対応できるよう
に引き続き積極的に見直す必要がある。

●ご意見を踏まえ、下線部を修正
します。
Ｐ５　下から４行目
条例に基づく事業者指導が実施さ
れており（＊７）、条例・施行規則に
不当な取引行為として規定されて
いないために調査などが実施でき
ないといった事例は現在のところ
ないと横浜市から報告されている
が、法律で規制されていない新た
な取引行為などについて、より速
やかに対応できるように、施行規
則に規定することや第３次審議会
の意見具申以降に作成された事
業者指導関連の実施要領や様式
の見直しなどについては引き続き
検討する必要がある。
→
条例に基づく事業者指導が実施さ
れており、効果があがっている（＊
７）。さらに法律で新たに規制され
ることになった取引行為や法律で
規制されていない新たな取引行為
などについて、より速やかに対応
できるように、条例・施行規則を見
直し、また第３次審議会の意見具
申以降に作成された事業者指導
関連の実施要領・様式を見直すな
どについては引き続き検討する必
要がある。

●不当取引行為をする事業者、次々と新手を
考え不当な取引行為を繰り返す事業者に対す
る是正勧告・指導をより迅速かつ強力に実施し
ていく必要がある。

●本文の趣旨に含まれています。

2　危険な商品・
サービスの対応
について

市民意見なし

３　適正な表示の
確保について

●上乗せ条例も必要だと考えるが、これらの法
律を知らない人達・企業に講習会等を開いて徹
底して欲しい。

●運用の中で検討するよう、市に
求めていきます。

4　生活関連商品
等の調査及び情
報提供などにつ
いて

市民意見なし

第４節　消費者被害の救
済（条例第39条～第45
条）

１　消費生活相
談体制の充実に
ついて

7～8頁

●（下線部のように要望）
　消費生活相談が多様化・複雑化し、専門化す
る傾向にあることから、相談員の資質の向上を
図るための支援策として研修の充実をはかると
ともに、例えば技術士や技能士などの専門家
に相談員が直接相談できるようなシステムを作
る必要がある。

●ご意見を踏まえ、下線部を削
除・追加します。
P７　15行目
充実とともに、例えばファイナン
シャルプランナー→
充実とともに、ファイナンシャルプ
ランナー
P７　１6行目
専門家の配置について検討する
必要がある。→
専門家の配置や専門家と相談で
きるシステムづくりについて検討す
る必要がある。

●身近な例でわかりやすく、後の始末ではな
く、未然防止に力を入れるように要望。

●今後、運用の中で検討するよう
市に求めていきます。

●相談の内容が物から人へ、商品に対する苦
情から契約に関する苦情へと変わり、件数も
年々急増し、消費者の意識も向上したと思う。
法律知識も必要になり、相談件数に対して相談
員数が不足している。人員配置による効率化・
公平化は必要だが、人員確保をお願いしたい。
今年度のセンター集中相談体制は画期的な改
革と評価している。

●今後の運用で検討するよう市に
求めていきます。
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中間報告 項目 頁 市　　民　　意　　見　　要　　旨 審議会の考え方

第４節　消費者被害の救
済（条例第39条～第45
条）（つづき）

１　消費生活相
談体制の充実に
ついて（つづき）

7～8頁

●充実した相談業務が実施出来るような相談
員の置かれている環境の改善等早急に検討・
実施していただく必要がある。
行政担当の直接出動、専門家のアドバイスを
直接聞くことが出来るホットライン制度の設置な
どの必要性を感じる。消費者が訴訟に巻き込ま
れるケースもあり、弁護士、裁判所との連携も
重要。是非検討･実施をお願いしたい。

●他の機関との連携を付け加えて欲しい。金融
関係の相談では裁判所との連携が必要。

●支援申請は大切な消費者支援だが、運営母
体が（組織体）が消極的では何にもできない。
今回の消費生活相談窓口サービスの縮小は弱
者を切り捨てるもの。

●市では、事業者指導・被害者救
済の強化、消費生活相談の相談
体制の変更にともなうサービスの
改善を進めているものと考えま
す。

●更なる相談機能の充実を希望。消費生活相
談が多様化・複雑化、専門化する傾向にある中
で、相談員の資質向上のための支援策として
の「研修の充実」を願います。

●本文の趣旨と一致しています。

２　相談受付時
間外の対応につ
いて

●「ＮＰＯを育成するなど民の力を活用した方
向性を検討すべき」に関して賛同しかねる。
公共性、時として行政指導が必要な相談をＮＰ
Ｏがどう受けていくのか。条例への適応、被害
救済部会の強化に繋がらないのではないか。

●ＮＰＯなどの活用、条例に基づく事業者指導
が出来るよう、速やかに対応できるような方法
を構築する。

●休日の相談についてNPOの活用とあるが、
事業者指導や被害救済部会の強化にはつな
がらないと思われ、賛成できない。民の活用の
検討ではなく、消費者啓発の充実や相談機能
の充実が必要。

●個人情報の問題もあるので、NPOを使う時は
厳格な規準を設ける方がよい。

●ご意見を踏まえ、次のように修
正します。
Ｐ８　２行目
ＮＰＯ（Non－Profit Organization
民間非営利団体）を育成するなど
民の力を活用→
相談処理能力や個人情報保護な
どを考慮して、ＮＰＯ（Non－Profit
Organization　民間非営利団体）な
ど民の力を活用

●ファックス・電子メールでの受付も時代の流
れとして必要と思うが、送られてくる内容の質や
表現により、機械的に処理が出来ないものも多
く発生すると考えられ、対応・活用については、
まだまだ慎重に検討しなければいけない問題
が多くあると考える。
ＮＰＯの活用については、機能と責任範囲につ
いて明確化し、協力体制の検討・整備が必要。

●本文の趣旨と一致しています。
（ＮＰＯの活用については、運用の
中で検討するよう、市に求めてい
きます。）

●新メディアのインターネットと携帯電話の活用
による２４時間消費者の保護体制、システムの
確立と早期実施。

●原案どおり。
（今後の検討課題として、市に求
めていきます。）

●消費生活相談は詳細な聞き取りが大切なの
で、ＦＡＸやメールで相談を受けるよりもインター
ネットでの情報提供を充実させてほしい。

●運用の中で検討するよう、市に
求めていきます。

３　被害救済部
会によるあっせ
ん・調停の手続
きについて

市民意見なし

●原案どおり。
（ＮＰＯとの連携は図れるものと考
えます。）

●今後の運用で検討するよう市に
求めていきます。
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中間報告 項目 頁 市　　民　　意　　見　　要　　旨 審議会の考え方

第５節　その他（条例第
１条～第６条・第46条・
第47条）

１　国の法整備
及び政策の反映
について

8～9頁

●消費者団体の実力をつけることが先決。市
民に向けて発信していってほしい。

●消費者団体の位置付けについ
ては、今後の検討課題と考えてお
ります。

２　財産の追加
について

●条例第２条（１・４・５・６）のほかに財産の追
加と、これらの規定が生きるよう運用されること
が重要。

●今後の検討課題と考えておりま
す。

３　他機関との連
携強化について

市民意見なし

４　条例制定時
の考え方の確認
について

市民意見なし
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横 浜 市 消 費 生 活 条 例 

 

 

 

制定 平成 8 年 3 月 28 日条例第 13 号 

 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条―第 6 条) 

第 2 章 横浜市消費生活審議会(第 7 条―第 12 条) 

第 3 章 消費者の主体的活動への支援(第 13 条―第 18 条) 

第 4 章 適正な事業活動の確保 

第 1 節 安全な商品又はサービスの確保(第 19 条―第 22 条) 

第 2 節 適正な表示及び包装の確保(第 23 条・第 24 条) 

第 3 節 適正な取引の確保(第 25 条―第 30 条) 

第 4 節 生活関連商品等の安定的な供給の確保(第 31 条―第 35 条) 

第 5 節 調査，公表等(第 36 条―第 38 条) 

第 5 章 消費者被害の救済(第 39 条―第 45 条) 

第 6 章 雑則(第 46 条・第 47 条) 

附則 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、消費生活に関し、消費者の主体的活動への支援、適正な 

事業活動の確保、消費者被害の救済その他横浜市(以下「市」という。)が実施す

る施策について必要な事項を定めることにより、市民の安全で快適な消費生活

の実現を図ることを目的とする。 

(基本理念) 

第 2 条 前条の目的を達成するため、市、消費者及び事業者は、相互の協力と信頼

を基調として、次に掲げる事項について、消費者の権利の確立を図るものとする。 

(1) 商品又はサービスによって、生命及び身体を侵されることなく消費生活

を営むこと。 

(2) 消費生活を営む上で必要な知識について学習し、及び教育を受けること。 

(3) 消費生活を営む上で必要な情報の提供を速やかに受けること。 

(4) 消費生活において、商品又はサービスについての適正な表示により、適

切な判断及び自由な選択を行うこと。 

(5) 消費生活において、取引を適正な方法及び条件により行うこと。 

(6) 消費生活において、不当に受けた被害から速やかに救済されること。 

(7) 消費生活に関する施策について意見を表明し、及び参加すること。 
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(市の責務等) 

第 3 条 市は、市民の安全で快適な消費生活の実現を図るため、経済社会の進展に

対応した総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市が実施する消費生活に関する

施策に協力するとともに、安全な商品及びサービスを適正に供給する責務を有す

る。 

3 消費者は、自ら消費生活に関する知識を深め、主体的かつ合理的に行動するよ

う努めなければならない。 

(環境への配慮) 

第 4 条 市、消費者及び事業者は、良好な環境が市民の健康で文化的な生活に欠く

ことのできないものであることを認識し、消費生活が環境に配慮して営まれるよ

う、それぞれが積極的な役割を果たすものとする。 

2 市は、消費生活に関する施策の策定及び実施に当たっては、消費者及び事業者

が環境への負荷(人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上

の支障の原因となるおそれのあるものをいう。次項及び第 4 項において同じ。)

の低減を図ることができるよう努めなければならない。 

3 消費者は、商品の選択、使用若しくは廃棄又はサービスの選択若しくは利用に

際して、環境への負荷を低減するよう努めなければならない。 

4 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減及び消費者の環

境に配慮した自主的な努力への協力に努めなければならない。 

(国又は他の地方公共団体との相互協力) 

第 5 条 市は、消費生活に関する施策を実施するに当たり、必要があるときは、 

国又は他の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。 

2 市は、国又は他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について、協

力を求められたときは、これに応ずるものとする。 

(国又は県への措置要求等) 

第 6 条 市長は、市民の安全で快適な消費生活の実現を図るために必要があると認

めるときは、国又は神奈川県に対して、意見を述べ、又は必要な措置をとるよう

求めるものとする。 

 

第 2 章 横浜市消費生活審議会 

(設置) 

第 7 条 市長の諮問に応じ、消費生活に関する重要な事項を調査審議し、消費者被

害の救済に関するあっせん及び調停を行い、並びに消費者の消費生活に係る訴訟

の援助に関する事項を調査審議するため、市長の附属機関として、横浜市消費生

活審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、消費生活に関する重要な事項について、市長に意見を述べることが

できる。 
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(組織) 

第 8 条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 消費者 

(3) 事業者 

(4) 横浜市職員 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第 9 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第 10 条 審議会に、会長及び副会長 1 人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(部会) 

第 11 条 審議会に、規則で定めるところにより、部会を置くことができる。 

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。 

3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。 

(専門委員) 

第 12 条 審議会に、特別の事項を調査研究させる必要があるときは、専門委員を

置くことができる。 

2 専門委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長

が任命する。 

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査研究が終了したときは、解任された

ものとする。 

 

第 3 章 消費者の主体的活動への支援 

(学習条件の整備及び消費者教育の推進等) 

第 13 条 市は、消費者の消費生活に関する自発的な学習等を支援するため、必要

な条件の整備に努めるものとする。 

2 市は、消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営むために必要な教育の推進及

び知識の普及に努めるものとする。 

(情報の提供等) 
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第 14 条 市は、消費者が経済社会の変化に対応した消費生活を営むために必要な

情報の収集、整理及び消費者への速やかな提供に努めるものとする。 

(消費者の意見の反映) 

第 15 条 市長は、市民の安全で快適な消費生活の実現に資するため、広く消費者

の意見、要望等を把握し、市の消費生活に関する施策に反映させるよう努めるも

のとする。 

(消費生活推進員) 

第 16 条 市長は、市民の安全で快適な消費生活の推進に熱意と識見を有する者の

うちから、消費生活推進員を委嘱することができる。 

2 消費生活推進員は、消費生活に関する知識の普及及び消費者の自主的な活動を

推進するとともに、市が実施する消費生活に関する施策への協力その他の活動を

行う。 

(消費者と事業者の交流の機会の確保) 

第 17 条 市長は、消費者の意見が事業者の事業活動に反映されるよう消費者と事

業者との対話その他交流の機会の確保に努めるものとする。 

(市長への申出) 

第 18 条 市民は、消費生活上の支障の発生又は拡大を防止するため、市長がこの

条例に定める措置をとる必要があると認めるときは、市長に対して、その旨を申

し出ることができる。 

2 市長は、前項の規定による申出に係る支障が広く市民の消費生活に影響を与え

るものであると認めるときは、適切な措置をとるものとする。 

 

第 4 章 適正な事業活動の確保 

第 1 節 安全な商品又はサービスの確保 

(危険な商品又はサービスの供給の禁止等) 

第 19 条 事業者は、消費者の生命又は身体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれが

ある商品又はサービスを消費者に供給してはならない。 

2 事業者は、その商品又はサービスが消費者の生命又は身体に危害を及ぼし、又

は及ぼすおそれがあることが明らかになったときは、当該事実の発表、当該商品

又はサービスの供給の中止、当該商品の回収その他の危害の発生又は拡大を防止

するために必要な措置をとらなければならない。 

(危害に関する調査及び情報提供等) 

第 20 条 市長は、商品又はサービスが消費者の生命又は身体に危害を及ぼす疑い

があると認めるときは、当該商品又はサービスについて、必要な調査を行うもの

とする。 

2 市長は、前項の調査のみによっては同項の疑いを解消することが困難であると

認めるときは、当該商品又はサービスを供給する事業者に対して、資料の提出そ
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の他の方法により、当該商品又はサービスが当該危害に関して安全であることを

立証するよう求めることができる。 

3 市長は、第 1 項の調査又は前項の規定による立証の結果、消費者の生命又は身

体の安全を確保するために必要があると認めるときは、当該調査又は立証の経過

又は結果に関する情報を消費者に提供するものとする。 

(危険な商品又はサービスについての勧告) 

第 21 条 市長は、商品又はサービスが消費者の生命又は身体に危害を及ぼし、又

は及ぼすおそれがあると認定したときは、当該商品又はサービスを供給する事業

者に対して、当該商品又はサービスの供給の中止、当該商品の回収その他の危害

の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することが

できる。 

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会に

諮るものとする。 

(危険な商品又はサービスの公表等) 

第 22 条 市長は、商品又はサービスが消費者の生命又は身体に重大な危害を及ぼ

し、又は及ぼすおそれがある場合において、当該危害の発生又は拡大を防止する

ために緊急の必要があると認めるときは、直ちに、当該商品又はサービスの名称、

これを供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を公表するも

のとする。 

2 前項の規定による公表があったときは、当該事業者は、直ちに、当該商品又は

サービスの供給の中止、当該商品の回収その他の危害の発生又は拡大を防止する

ために必要な措置をとらなければならない。 

第 2 節 適正な表示及び包装の確保 

(適正な表示の確保) 

第 23 条 事業者は、商品又はサービスの性質に応じ、次に掲げる事項を適正に表

示するよう努めなければならない。 

(1) 商品又はサービスについて、品質その他の内容並びに当該商品又はサービ

スを供給する事業者の住所及び氏名又は名称 

(2) 商品又はサービスについて、販売又は提供の価格及び質量、容積、時間、

回数等の単位当たりの価格 

(3) 商品又はサービスについて、消費者に供給した後の保証の内容 

(4) 自動販売機その他これに類する機械により供給する商品又はサービスにつ

いて、その内容及び取引条件並びに当該事業者との連絡に必要な事項 

(5) 再利用又は再生利用が可能な商品について、その方法 

(6) 廃棄に際して特別な注意を必要とする商品について、その廃棄の方法 

(7) 使用又は利用の方法によっては消費者の生命又は身体に危害が発生するこ

とが予測される商品又はサービスについて、当該危害の具体的内容及びその発

生を回避するための使用又は利用の方法 
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2 市長は、消費者が商品を購入し、使用し、若しくは廃棄し、又はサービスを購

入し、若しくは利用するに当たり、適切な選択及び判断を行うために必要がある

と認めるときは、商品又はサービスごとに表示すべき事項及びその方法について

事業者が守るべき基準を定めることができる。 

3 市長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会に諮るもの

とする。当該基準を変更し、又は廃止しようとするときも、また、同様とする。 

4 市長は、第 2 項の基準を定めたときは、これを告示するものとする。当該基準

を変更し、又は廃止したときも、また、同様とする。 

5 市長は、事業者が第 2 項の基準に違反していると認めるときは、当該事業者に

対して、当該基準を遵守するよう指導し、又は勧告することができる。 

(包装の適正化) 

第 24 条 事業者は、商品の包装(容器を含む。以下同じ。)について、商品の内容

を誇張する等の過大な包装を行わないよう努めなければならない。 

2 事業者は、資源の節約に資する商品の包装に努めるとともに、包装が不要とな

ったときは、適正に再利用され、若しくは再生利用され、又は廃棄されるよう配

慮しなければならない。 

3 事業者は、消費者に危害が及ぶことがないようにするため、包装の安全性を確

保しなければならない。 

第 3 節 適正な取引の確保 

(広告の適正化) 

第 25 条 事業者は、商品又はサービスの広告について、虚偽又は誇大な表現その

他消費者が選択を誤るおそれがある表現をしてはならない。 

(計量の適正化) 

第 26 条 事業者は、商品又はサービスの供給に当たっては、消費者が不利益を被

ることがないようにするため、適正な計量の実施に努めなければならない。 

2 市長は、消費者と事業者との間の取引について、適正な計量の実施を確保する

ために必要な施策を講ずるものとする。 

(不当な取引行為の禁止) 

第 27 条 市長は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次のいずれかに該

当する行為を、不当な取引行為として規則で定めることができる。 

(1) 消費者に対して、販売の意図を隠して接近し、又は商品若しくはサービス

の内容、取引条件、取引の仕組み等について、重要な情報を故意に提供せず、

若しくは誤信を招く情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結さ

せる行為 

(2) 消費者の自発的意思を待つことなく執ように説得し、消費者の知識若しく

は判断力の不足に乗じ、若しくは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる等し

て、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者の十分な意思形成のないま

ま契約を締結させる行為 
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(3) 消費者に著しく不当な不利益をもたらすことが明白な事項を内容とする契

約を締結させる行為 

(4) 消費者が他の事業者から商品又はサービスを購入することを条件又は原因

として、当該消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の

供与をする契約において、当該購入に係る他の事業者の行為が前 3 号のいずれ

かの行為に該当することを知りながら、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結

させる行為 

(5) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑させる等の不当な手段を

用いて、当該消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について

当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を請求し、又は債務

を履行させる行為 

(6) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対して、適

切な処理をせず、履行をいたずらに遅延させ、又は不当に拒否する行為 

(7) 消費者が他の事業者から商品又はサービスを購入することを条件又は原因

として、当該消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の

供与をする契約において、当該購入に係る当該他の事業者に対して生じている

事由をもってする当該消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、不当

な手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約に基づく債務の履行を請求

し、又は債務を履行させる行為 

(8) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取

消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しく

は存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しく

は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた

債務の履行をいたずらに遅延させ、若しくは不当に拒否する行為 

2 事業者は、消費者と取引を行うに当たっては，前項の不当な取引行為を行っ 

てはならない。 

(不当な取引行為に関する調査及び情報提供) 

第 28 条 市長は，事業者が行う取引行為が前条第 1 項の不当な取引行為に該当す

る疑いがあると認めるときは、当該取引行為について、必要な調査を行うものと

する。 

2 市長は、前項の調査の結果、当該取引行為による被害の発生又は拡大を防止す

るために必要があると認めるときは、当該取引行為に関する情報を消費者に提供

するものとする。 

(不当な取引行為についての勧告等) 

第 29 条 市長は、事業者が第 27 条第 2 項の規定に違反していると認めるときは、

当該事業者に対して、当該違反行為を是正するよう指導し、又は勧告することが

できる。 

(不当な取引行為の公表) 
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第 30 条 市長は、第 27 条第 2 項の規定に違反する事業者の行為により多数の消費

者に被害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その被害の発生又

は拡大を防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該違反行為の内容、

当該事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を公表することができる。 

第 4 節 生活関連商品等の安定的な供給の確保 

(生活関連商品等の調査等) 

第 31 条 市長は、日常生活と関連性の高い商品若しくはサービス又はこれらの原

材料その他のもの(以下「生活関連商品等」という。)のうち必要と認めるものに

ついて、価格の動向、需給及び流通の状況その他必要な事項の調査を行うものと

する。 

2 市長は、市民の消費生活の安定を図るため、生活関連商品等の円滑な供給を確

保する必要があると認めるときは、事業者に対して、当該生活関連商品等の供給

その他必要な措置をとるよう要請することができる。 

(特定商品等の指定) 

第 32 条 市長は、生活関連商品等が不足し、又は不足するおそれがある場合、そ

の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合その他消費者に著しく不

利益となるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、当該生活関

連商品等を特別の調査を要する生活関連商品等(以下「特定商品等」という。)と

して指定することができる。 

2 市長は、前項の規定により特定商品等を指定したときは、これを告示するも

のとする。指定を解除したときも、また、同様とする。 

(特定商品等の調査) 

第 33 条 市長は、前条第 1 項の規定により特定商品等を指定したときは、その不

足又は価格の上昇の状況又は要因その他必要な事項について、調査を行うものと

する。 

(生活関連商品等に関する情報提供) 

第 34 条 市長は、生活関連商品等の円滑な供給若しくは価格の安定又は消費者の

商品若しくはサービスの適切な選択を確保するために必要があると認めるとき

は、第 31 条第 1 項又は前条の調査により得た情報を消費者に提供するものとす

る。 

(不適正な行為についての勧告) 

第 35 条 市長は、第 33 条の調査の結果、特定商品等を供給する事業者がその円滑

な流通を不当に妨げ、又は著しく不適正な価格で当該特定商品等を供給している

と認定したときは、当該事業者に対して、当該行為を是正するよう勧告すること

ができる。 

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会に

諮るものとする。 
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第 5 節 調査、公表等 

(立入調査等) 

第 36 条 市長は、第 20 条第 1 項、第 28 条第 1 項若しくは第 33 条の調査又は第

23 条第 5 項の規定による指導若しくは勧告を行うために必要な限度において、事

業者に対して、報告を求め、又はその職員に事業者の事務所、事業所その他事業

に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは

関係人に質問させることができる。 

2 市長は、第 20 条第 1 項の調査を行うため、必要最小限度の数量の商品又は 

事業者がサービスを提供するために使用する物若しくはサービスに関する資料

(以下「商品等」という。)の提出を求めることができる。 

3 第 1 項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人に提示しなければならない。 

4 市長は、第 2 項の規定により事業者から商品等の提出を受けたときは、当該事

業者に対して、正当な補償を行うものとする。 

5 第 1 項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。 

(公表) 

第 37 条 市長は、事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を公

表することができる。ただし、当該事業者に正当な理由がある場合は、この限り

でない。 

(1) 第 20 条第 2 項の規定による立証をせず、又は虚偽の資料若しくは方法に 

よりこれをしたとき。 

(2) 第 21 条第 1 項、第 23 条第 5 項、第 29 条又は第 35 条第 1 項の規定によ 

る勧告に従わないとき。 

(3) 前条第 1 項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同 

項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規 

定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

(4) 前条第 2 項の規定による商品等の提出を拒んだとき。 

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審議会に

諮るものとする。 

(意見の聴取) 

第 38 条 市長は、前条第 1 項の規定による公表をしようとする場合において、

必要があると認めるときは、当該事業者に対して、あらかじめ、その旨を通知

し、意見の聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由なく意見

の聴取に応じないとき、又は当該事業者の所在が不明で通知できないときは、

この限りでない。 
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第 5 章 消費者被害の救済 

(事業者の苦情処理体制の整備) 

第 39 条 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情の申出を適切かつ速

やかに処理するため、苦情の処理体制の整備に努めなければならない。 

(助言その他の措置等) 

第 40 条 市長は、消費者から事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた

旨の申出があったときは、当該被害からの救済のために必要な当該消費者ヘの助

言その他の措置をとるものとする。 

2 市長は、前項の措置をとるために必要があると認めるときは、当該被害に係る

事業者その他の関係人に対して、説明、報告又は資料の提出を求めることができ

る。 

(あっせん及び調停) 

第 41 条 市長は、前条第 1 項の措置をとったにもかかわらず解決することが困難

な紛争について、その公正かつ速やかな解決を図るため、審議会のあっせん又は

調停に付すことができる。 

(訴訟の援助) 

第 42 条 市長は、事業者の事業活動により被害を受けた消費者(以下「被害者」と

いう。)が事業者に対し訴訟を提起する場合又は事業者に訴訟を提起された場合

において、次に掲げる要件(特に緊急を要する場合その他市長が適当と認める場

合は、第 3 号に掲げる要件を除く。)を満たすときは、当該被害者に当該訴訟に

係る経費(以下「訴訟資金」という。)の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行

うことができる。 

(1) 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は発生するおそれがあ

ること。 

(2) 当該訴訟資金の額が損害の額を超え、又は超えるおそれがある等当該被

害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起し、維持し、又は応訴することが

困難であること。 

(3) 当該被害に係る紛争が審議会のあっせん又は調停に付されていること。 

(4) 当該被害者が当該貸付けの申込みの日前 3 月以上引き続き市内に住所を

有していること。 

(訴訟資金の範囲及び額等) 

第 43 条 訴訟資金の貸付けの範囲は、当該訴訟の遂行に要する裁判手続費用、弁

護士費用その他規則で定める費用とする。 

2 訴訟資金の貸付けの額及び償還期限は、規則で定める。 

3 訴訟資金の貸付金は、無利子とする。 

(貸付けの申込み及び決定) 

第 44 条 訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、

市長に申し込まなければならない。 
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2 市長は、前項の規定による申込みが第 42 条の要件に該当すると認めるときは、

審議会に諮り、当該申込みについて、訴訟資金の貸付けの適否、範囲及び額を決

定するものとする。 

(貸付金の償還等) 

第 45 条 訴訟資金の貸付けを受けた者は、その償還期限が到来したときは、速や

かに、貸付金の全額を返還しなければならない。ただし、規則で定める場合にお

いては、市長は、直ちに、貸付金の全額を返還させ、又は貸付金の返還を猶予し、

若しくは貸付金を分割して返還させることができる。 

2 訴訟資金の貸付けを受けた者が当該訴訟の結果得た額が当該貸付金の額に 

満たなかった場合その他規則で定める場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、

貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

 

第 6 章 雑則 

(適用除外) 

第 46 条 第 4 章第 1 節の規定は、薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 2 条第 1 

項に規定する医薬品については、適用しない。 

2 第 4 章及び第 5 章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 

(1) 医師、歯科医師その他これらに準ずる者として規則で定める者により行 

われる診療行為及びこれに準ずる行為 

(2) 商品若しくはサービス又はこれらの原材料その他のものの価格で、法令

に基づいて規制されているもの 

3 第 37 条第 1 項の規定による公表については、横浜市行政手続条例（平成 7 年 3

月横浜市条例第 15 号）第 36 条第 2 項の規定は、適用しない。 

(委任) 

第 47 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 8 年 10 月 1 日から施行する。 
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横浜市消費生活条例施行規則 
 

      制  定 平成 8 年 9 月 13 日規則第 81 号 

最近改正 平成 14 年 3 月 1 日規則第 12 号 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条) 

第 2 章 横浜市消費生活審議会(第 2 条―第 6 条) 

第 3 章 消費者の主体的活動への支援(第 7 条・第 8 条) 

第 4 章 適正な事業活動の確保(第 9 条―第 15 条) 

第 5 章 消費者被害の救済(第 16 条―第 31 条) 

第 6 章 雑則(第 32 条・第 33 条) 

附則 

 

第 1 章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、横浜市消費生活条例(平成 8 年 3 月横浜市条例第 13 号。以下

「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第 2 章 横浜市消費生活審議会 

(会議) 

第 2 条 横浜市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集す

る。 

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

(部会) 

第 3 条 審議会に、消費者被害の救済に関するあっせん及び調停を行い、及び消費

者の消費生活に係る訴訟の援助に関する事項を調査審議するため、消費者被害救

済部会を置く。 

2 審議会は、必要があると認めるときは、前項に規定する部会以外の部会を置く

ことができる。 

3 部会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告す

るものとする。 

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のう

ちから、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。 

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審

議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」と

あるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。 

(関係者の出席等) 

第 4 条 会長及び部会長は、審議会及び部会において必要があると認めるときは、

次に掲げる者に、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の

提出を求めることができる。 

(1) 調査審議される事項に関係を有する者 

(2) 調査審議される事項について専門的な知識を有する者 

(3) あっせん又は調停に付された紛争の当事者及び当該紛争に関係を有する者 
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(4) 前 3 号に掲げる者のほか、会長又は部会長が必要と認める者 

(庶務) 

第 5 条 審議会の庶務は、経済局において処理する。 

(委任) 

第 6 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

 

第 3 章 消費者の主体的活動への支援 

(消費生活推進員) 

第 7 条 消費生活推進員の任期は、2 年とし、2 回に限り再任されることができる。 

(市長への申出) 

第 8 条 条例第 18 条第 1 項の規定により市長に対して申出をしようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。 

(1) 申出人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名) 

(2) 申出に係る消費生活上の支障の内容 

(3) 求める措置の内容 

(4) 前 3 号に掲げる事項のほか、参考となる事項 

2 市長は、条例第 18 条第 1 項の規定による申出があったときは、これを誠実に処

理し、処理の経過及び結果を当該申出人に通知するものとする。 

第 4 章 適正な事業活動の確保 

(安全であることの立証の要求) 

第 9 条 条例第 20 条第 2 項の規定による事業者に対する立証の要求は、立証要求

書(第 1 号様式)により行うものとする。 

2 市長は、事業者から市長が指定する立証期限までに立証することが困難である

旨の申出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当

該期限を延長することができる。 

(勧告) 

第 10 条 次の各号に掲げる勧告は、当該各号に掲げる勧告書により行うものとす

る。 

(1) 条例第 21 条第 1 項の規定による勧告 危険な商品・サービスの排除勧告書

(第 2 号様式) 

(2) 条例第 23 条第 5 項の規定による勧告 表示等の基準遵守勧告書(第 3 号様

式) 

(3) 条例第 29 条の規定による勧告 不当な取引行為の是正勧告書(第 4 号様式) 

(4) 条例第 35 条第 1 項の規定による勧告 不適正な行為の是正勧告書(第 5 号様

式) 

(危険な商品又はサービス等の公表) 

第 11 条 条例第 22 条第 1 項、第 30 条及び第 37 条第 1 項の規定による公表は、横

浜市報で公告するほか、広く市民に周知させる方法により行うものとする。 

2 市長は、条例第 22 条第 1 項の規定による公表を行ったときは危険な商品・サー

ビスの公表通知書(第 6 号様式)を、条例第 30 条の規定による公表を行ったとき

は不当な取引行為の公表通知書(第 7 号様式)を当該公表に係る事業者に対し交

付するものとする。ただし、当該事業者の所在が不明で通知できないときは、

この限りでない。 
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3 市長は、条例第 22 条第 1 項及び第 30 条の規定による公表を行ったときは、そ

の旨を審議会に報告するものとする。 

(不当な取引行為) 

第 12 条 条例第 27 条第 1 項に規定する不当な取引行為は、別表のとおりとする。 

(立入調査等) 

第 13 条 条例第 36 条第 1 項の規定により事業者に対し報告を求めるときは報告要

求書(第 8 号様式)により、同条第 2 項の規定により商品等の提出を求めるときは

商品等の提出要求書(第 9 号様式)により行うものとする。 

2 条例第 36 条第 1 項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、関係人に立入

調査書(第 10 号様式)を提示しなければならない。 

3 条例第 36 条第 3 項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第 11 号様式)

とする。 

(補償の請求) 

第 14 条 条例第 36 条第 4 項の規定により補償を請求しようとする者は、損失補償

請求書(第 12 号様式)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、補償すべき額を決定し、

その結果を損失補償額決定通知書(第 13 号様式)により当該請求者に通知するも

のとする。 

(意見の聴取) 

第 15 条 条例第 38 条の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長

が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させ

て行うものとする。 

2 意見書を提出する際(口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあっては、そ

の際)には、証拠書類等を提出することができる。 

3 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあって

は、その日時)までに相当の期間をおいて、条例第 37 条第 1 項の規定による公

表に係る事業者に対し、予定される公表の内容等を意見聴取通知書(第 14 号様

式。口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあっては、第 15 号様式)によ

り通知するものとする。 

第 5 章 消費者被害の救済 

(あっせん又は調停の開始の通知) 

第 16 条 審議会は、条例第 41 条の規定によりあっせん又は調停を開始しようとす

るときは、その旨を当該被害の申出人及びその相手方となる事業者(以下「紛争

当事者」という。)に通知するものとする。 

(あっせん又は調停の終結) 

第 17 条 審議会は、紛争当事者間にあっせんが成立し、又は紛争当事者が調停案

を受諾したときは、当該あっせん又は調停を終了する。 

2 審議会は、あっせん又は調停によっては紛争の解決の見込みがないと認めると

き、又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、あっせん又は調停を打ち切ること

ができる。 

3 審議会は、前 2 項の規定によりあっせん又は調停を終結したときは、その経過

及び結果を市長に報告するものとする。 

4 市長は、審議会のあっせん又は調停に付された紛争のうち、特に必要があると

認めるものの審議会におけるあっせん又は調停の経過及び結果を、市民に明らか

にするものとする。 

(貸付けの範囲) 
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第 18 条 条例第 43 条第 1 項に規定する規則で定める費用は、次のとおりとする。 

(1) 書証作成費用、通信連絡費用その他訴訟に通常要すると市長が認めた費用 

(2) 権利の保全に要する費用(裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記

又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和 41 年法律第 111 号)

の規定による手数料及び費用に限る。) 

(貸付けの額) 

第 19 条 条例第 43 条第 2 項に規定する訴訟資金の貸付けの額は、訴訟 1 件につき

審級ごとに 2,500,000 円以内とし、次条の規定による申込みの額の範囲内で市長

が定める。 

(貸付けの申込み) 

第 20 条 条例第 44 条第 1 項の規定により訴訟資金の貸付けの申込みをしようとす

る者は、消費者訴訟資金貸付申込書(第 16 号様式)を市長に提出しなければなら

ない。 

(貸付けの決定) 

第 21 条 市長は、条例第 44 条第 2 項の規定により訴訟資金の貸付けの適否等を決

定したときは、消費者訴訟資金貸付承認・不承認決定通知書(第 17 号様式)によ

りその旨を当該申込者に通知するものとする。 

(貸付金の交付) 

第 22 条 前条に規定する訴訟資金の貸付けの決定通知を受けた者は、当該通知を

受けた日から 14 日以内に消費者訴訟資金貸付契約書(第 18 号様式)により契約

(以下「貸付契約」という。)を締結しなければならない。 

2 貸付契約の申込者は、当該契約に確実な連帯保証人を立てなければならない。 

3 市長は、貸付契約を締結した後、直ちに貸付金を交付するものとする。 

(貸付けの決定の取消し) 

第 23 条 市長は、条例第 44 条第 2 項の規定により訴訟資金の貸付けの決定を受け

た者が次のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定を取り消すことができ

る。 

(1) 前条第 1 項に規定する期間内に貸付契約を締結しないとき。 

(2) 虚偽の申込みその他不正の手段によって貸付けの決定を受けたとき。 

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、その旨を消費者

訴訟資金貸付決定取消通知書(第 19 号様式)により当該貸付けの決定を受けた者

に通知するものとする。 

(追加貸付け) 

第 24 条 貸付契約により貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、

当該貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申込み

をすることができる。 

2 借受者は、前項に規定する追加貸付けを受けようとするときは、消費者訴訟資

金追加貸付申込書(第 20 号様式)を市長に提出しなければならない。 

3 第 18 条、第 19 条及び第 21 条から前条までの規定は、前 2 項の規定による追加

貸付けについて準用する。この場合において、第 19 条中「2,500,000 円以内」と

あるのは「2,500,000 円から既に貸付けを受けている額を控除した額の範囲内」

と読み替えるものとする。 

(貸付金の償還期限) 

第 25 条 条例第 43 条第 2 項に規定する貸付金の償還期限は、当該訴訟の終了の日

から 6 月を経過した日とする。 

(貸付金の即時返還) 
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第 26 条 条例第 45 条第 1 項ただし書の規定により直ちに貸付金の全額を返還させ

ることができる場合は、借受者が次のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又は正当な理由なく貸付

けの目的に使用しないとき。 

(2) 虚偽その他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。 

(3) 正当な理由なく訴えを取り下げたとき。 

(4) 確実な連帯保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、条例及びこの規則に違反し、又は市長の指示に

従わないとき。 

2 前項の規定による貸付金の返還の請求は、消費者訴訟資金即時返還請求書(第

21 号様式)により行うものとする。 

(貸付金の返還の猶予等) 

第 27 条 条例第 45 条第 1 項ただし書の規定により貸付金の返還を猶予し、又は

貸付金を分割して返還させることができる場合は、借受者に災害、疾病、失職

その他第 25 条に規定する償還期限内に貸付金を返還することが困難である事情

があると市長が認めた場合とする。 

2 条例第 45 条第 1 項ただし書の規定により貸付金の返還の猶予を受け、又は貸

付金を分割して返還しようとする者は、消費者訴訟資金償還期限延長・分割返還

申請書(第 22 号様式)を市長に提出しなければならない。 

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、その適否等を

決定したときは、消費者訴訟資金償還期限延長・分割返還承認・不承認決定通知

書(第 23 号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。 

(返還債務の免除) 

第 28 条 条例第 45 条第 2 項に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該

当する場合とする。 

(1) 借受者が死亡し、訴訟を承継する者がいないとき。 

(2) 借受者が訴訟に敗訴した場合において、貸付金を返還することができない

やむを得ない事情があると市長が認めたとき。 

(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。 

2 条例第 45 条第 2 項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとする者は、

消費者訴訟資金返還債務免除申請書(第 24 号様式)を市長に提出しなければなら

ない。 

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、その適否等を

決定したときは、消費者訴訟資金返還債務免除承認・不承認決定通知書(第 25 号

様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。 

(違約金) 

第 29 条 市長は、借受者が定められた償還期限までに正当な理由なく貸付金を返

還しなかったときは、当該償還期限(償還期限の延長を承認された場合は、延長

後の償還期限)の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還額につい

て年 14.6 パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収するものとする。 

2 前項の規定による違約金の額の計算についての年当たりの割合は、閏じ ゆ ん年の

日を含む期間についても、365 日の割合とする。 

(届出事項) 

第 30 条 借受者は、貸付金の返還の完了に至るまでの間において、次のいずれか

に該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 訴訟を提起したとき。 
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(2) 訴訟が終了したとき。 

(3) 訴訟について請求の趣旨を変更したとき。 

(4) 借受者の住所又は氏名の変更があったとき。 

(5) 借受者が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 

(6) 訴訟の相手方である事業者について、住所又は氏名(法人にあっては、主た

る事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更があったとき。 

(7) 連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人を変更する必要があったと

き。 

2 借受者が死亡したときは、借受者の相続人は、速やかに、その旨を市長に届け

出なければならない。 

(平 12 規則 76・一部改正) 

(訴訟の経過の報告等) 

第 31 条 市長は、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちょ

く状況、貸付金の使用状況その他必要な事項に関し、報告、説明又は資料の提

出を求めることができる。 

第 6 章 雑則 

(適用除外) 

第 32 条 条例第 46 条第 2 項第 1 号に規定する規則で定める者は、次のとおりと

する。 

(1) 診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)第 2 条第 2 項に規定する診療放

射線技師 

(2) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第 76 号)第 2

条に規定する臨床検査技師及び衛生検査技師 

(3) 保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 2 条、第 3 条、第 5 条及

び第 6 条に規定する保健師、助産師，看護師及び准看護師 

(4) 歯科衛生士法(昭和 23 年法律第 204 号)第 2 条に規定する歯科衛生士 

(5) 歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)第 2 条第 2 項に規定する歯科技工士 

(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和 40 年法律第 137 号)第 2 条第 3 項及び第

4 項に規定する理学療法士及び作業療法士 

(7) 視能訓練士法(昭和 46 年法律第 64 号)第 2 条に規定する視能訓練士 

(8) 臨床工学技士法(昭和 62 年法律第 60 号)第 2 条第 2 項に規定する臨床工学

技士 

(9) 義肢装具士法(昭和 62 年法律第 61 号)第 2 条第 3 項に規定する義肢装具士 

(10) 救急救命士法(平成 3 年法律第 36 号)第 2 条第 2 項に規定する救急救命士 

(11) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和 22 年法

律第 217 号)第 1 条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は

きゅう師免許を有する者 

(12) 柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)第 2 条第 1 項に規定する柔道整復師 

(平 14 規則 12・一部改正) 

(委任) 

第 33 条 この規則の施行について必要な事項は、経済局長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 8 年 10 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。 
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附 則(平成 8 年 11 月規則第 109 号) 

この規則は、平成 8 年 11 月 21 日から施行する。 

附 則(平成 12 年 3 月規則第 76 号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 8 項第 1 号の

改正規定は，公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消費生活条例施行規

則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用す

ることができる。 

附 則(平成 13 年 3 月規則第 43 号) 

この規則は、平成 13 年 6 月 1 日から施行する。ただし、別表第 8 項第 1 号の改

正規定中「行う権利」の次に「並びに消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 4

条第 1 項から第 3 項まで(同法第 5 条第 1 項で準用する場合を含む。)の規定によ

る契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消す権利」を加える部分は，平成

13 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 14 年 2 月規則第 12 号) 抄 

(施行期日) 

1 この規則は，平成 14 年 3 月 1 日から施行する。 

別表(第 12 条) 

(平 8 規則 109・平 12 規則 76・平 13 規則 43・一部改正) 

1 条例第 27 条第 1 項第 1 号の規定に該当する不当な取引行為 

(1) 商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくはその販売以

外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に近寄り、若しくは電話

等の通信手段を用いて連絡をとり、又はそのような広告等で消費者を誘引する

ことにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(2) 商品又はサービスの品質等の内容、価格等の取引条件、取引の仕組みその

他の取引に関する事項について、重要な情報を故意に提供しないで、契約の締

結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(3) 商品又はサービスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で

重要性を有する事項について、虚偽の事実又は誤信させるような事実を告げて、

契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(4) 商品又はサービスの品質等の内容又は価格等の取引条件が実際のもの又は

他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させ

るような表現を用い、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、

契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(5) 消費者の自宅等に一方的に電話をし、商品若しくはサービスの販売の意図

を明らかにせず、又はその販売以外のことを主要な目的であるかのように告げ

ることにより消費者を在宅させるように仕向けて訪問し、又は営業所その他の

場所に呼び出して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(6) 商品又はサービスの購入、利用又は設置が法令等により義務付けられてい

るかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(7) 自らを官公署、公共的団体，公益事業を行う団体等の職員と誤信させるよ

うな言動等を用い、又は官公署、公共的団体、公益事業を行う団体等の許可、

認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いることにより、自己

の信用度を誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 
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(8) 他人の商号、商標等若しくはこれらに類似する商号、商標等を使用するこ

とにより、又はこれらの他人と密接な関連があるかのように誤信させることに

より、自己の信用度を誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させ

る行為 

(9) 消費者が他の事業者から商品又はサービスを購入することを条件又は原因

として、当該消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の

供与(以下「与信」という。)をする契約(以下「与信契約」という。)に伴い、

当該他の事業者を含む多数の当事者が関係を有する場合において、支払期間、

手数料等の与信の条件、当該多数の当事者間の債権及び債務に係る関係その他

の重要な情報を故意に提供せず、又はそれらについて誤信させるような表現を

用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

2 条例第 27 条第 1 項第 2 号の規定に該当する不当な取引行為 

(1) 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、又は威圧的な言

動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(2) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、消

費者に迷惑を掛けるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させ

る行為 

(3) 消費者の年齢、職業、収入その他の契約を締結する上で重要性を有する事

項について偽るようにそそのかし、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれに

より契約を締結させる行為 

(4) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その

場で、若しくは営業所その他の場所へ誘引して、執ように若しくは威圧的な言

動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させる行為 

(5) 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、又は消費者が契

約を締結する意思のない旨を表示しているにもかかわらず、消費者の自宅等に

一方的に電話をして、執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締

結させる行為 

(6) 商品又はサービスを販売する目的で、無料検査、親切行為その他の無償の

サービス又は商品の供給を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、

執ように契約の締結を勧誘し、又はこれにより契約を締結させる行為 

(7) 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかか

わらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、

執ように契約の締結を勧誘し，又はこれにより契約を締結させる行為 

(8) 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、

仕組み等について必要な説明をしないまま、消費者に著しく不当な不利益をも

たらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又はこのような契約を締結させる行

為 

(9) 消費者が購入する意思を表示していないにもかかわらず、商品を一方的に

消費者の自宅等に送り付け、代金引換で受領させ、契約を締結させる行為 

(10) 消費者又はその親族等の不幸を予言し、これらの者の健康又は財産の不安

その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に

陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(11) 主たる販売目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価

で供給すること等により、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者を正常な

判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行

為 
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(12) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をす

ることが困難な状態のときに、消費者の自宅等に電話をし、又は訪問して、契

約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

3 条例第 27 条第 1 項第 3 号の規定に該当する不当な取引行為 

(1) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に異常に

高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為 

(2) 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをする権利を

制限して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締

結させる行為 

(3) 消費者が購入の意思表示をした主たる商品又はサービスと異なるもの又は

消費者が表示した年齢、職業、収入等とは異なった事項を記載した契約書面を

作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締

結させる行為 

(4) 商品又はサービスの販売に際し、事業者の氏名若しくは名称若しくは住所

又はその連絡先若しくは当該販売を担当した者の氏名について明らかにせず、

又はこれらについて偽った内容の契約を締結させる行為 

(5) 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期に

わたって供給される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結さ

せる行為 

(6) 当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた

内容の契約を締結させる行為 

(7) 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力

を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一

体をなした内容の契約を締結させる行為 

(8) 消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる事業者の免責に関する

定めがある契約を締結させる行為 

(9) 消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる契約条件の変更を事業

者が一方的に行うことができることとした内容の契約を締結させる行為 

(10) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を

負担させる契約を締結させる行為 

4 条例第 27 条第 1 項第 4 号の規定に該当する不当な取引行為 

(1) 与信が消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、

与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結させる行為 

(2) 与信契約における商品又はサービスの購入に係る他の事業者の行為が、第 1

項から第 3 項までに掲げるいずれかの行為に該当することを知りながら、又は

与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある当該他の事業者を適切に管理

していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約の締結を

勧誘し、又は与信契約を締結させる行為 

5 条例第 27 条第 1 項第 5 号の規定に該当する不当な取引行為 

(1) 消費者、その保証人その他の法律上支払義務のある者(以下「消費者等」と

いう。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しく

は深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を

請求し、又は債務を履行させる行為 

(2) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、消費者等と金融機関へ同行し、

又は消費者等に代わって預金の払戻し若しくは借入れを受けること等により、

消費者等に金銭を調達させ、債務を履行させる行為 
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(3) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益

となる情報を信用情報機関又は消費者等の関係人に通知する旨の言動を用い、

心理的圧迫を与えて、債務の履行を強要する行為 

(4) 契約の成立について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し

たと一方的に主張して、強引に代金を請求し、又は支払わせる行為 

(5) 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話をし、

又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執

ように要求し、又は協力させる行為 

6 条例第 27 条第 1 項第 6 号の規定に該当する不当な取引行為 

(1) 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの

再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、商品又はサービスを契

約の趣旨に従って供給しない行為 

(2) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの再三の苦情に対し、

担当者の不在、退職等を理由にして対応を拒み、債務の履行を遅延させ、又は

債務の履行を拒否する行為 

(3) サービスの提供を約した契約において、消費者からの再三のサービスの提

供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従ったサービスを提供せず、消

費者が契約を締結した目的を達成できなくさせる行為 

7 条例第 27 条第 1 項第 7 号の規定に該当する不当な取引行為 

与信契約における商品又はサービスの購入に係る当該他の事業者に対して生

じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、

正当な理由なく電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、当該消

費者又はその関係人に契約に基づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させ

る行為 

8 条例第 27 条第 1 項第 8 号の規定に該当する不当な取引行為 

(1) 消費者のクーリング・オフの権利(割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 4

条の 3 第 1 項並びに特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)第 9 条第

1 項、第 24 条第 1 項、第 40 条第 1 項、第 48 条第 1 項及び第 58 条第 1 項に規

定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利並びに消費者契約法(平

成 12 年法律第 61 号)第 4 条第 1 項から第 3 項まで(同法第 5 条第 1 項で準用す

る場合を含む。)の規定による契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消

す権利その他これらに類する権利で、法令の規定又は契約により認められたも

のをいう。以下同じ。)の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威

迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存

続を強要する行為 

(2) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認め

ておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を

強要する行為 

(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意

思を待つことなく商品又はサービスを使用又は利用させて、契約の成立又は存

続を強要する行為 

(4) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービ

スの対価その他の法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約

の成立又は存続を強要する行為 

(5) 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、消費

者の正当な根拠に基づく中途解約を申し出ているにもかかわらず、これを不当
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に拒否し、解約に伴う不当な違約金を要求し、又は威迫する等して、契約の存

続を強要する行為 

(6) 前号に規定する場合において、消費者が正当な根拠に基づく中途解約を申

し出ているにもかかわらず、解約の条件として、新たに別の商品又はサービス

の購入の契約を締結させることにより、実質的に契約の存続を強要する行為 

(7) 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの

撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを

不当に拒否し、又は威迫する等して契約の成立又は存続を強要する行為 

(8) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約

の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわら

ず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行

を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為 
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